
＊評価：A：方向性どおり実施できた，B：方向性とおり実施できなかったが，継続実施できた，C：規模・事業内容を縮小した

基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

1
妊婦健康診査費助

成事業

妊娠中の健康診査の受診を促
進し母体や胎児の健康を確保す
るため，妊婦健康診査費の助成
を行っています。

拡充 健康課 1504人 1443人 1279人 1247人 A
平成28年度より助成額を
70,000円から86,000円に拡
大

妊婦の健康増進を図ることを
目的に協力機関で使用でき
る妊婦健康診査の助成券・助
成補助券を母子健康手帳交
付時に支給しています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

2 ４か月児健康診査
受診者752人/受診

率94.6%
773人/96.6% 715人/95.7% 678人/95.5% A

対象者の減少により実施回
数も減少。対象月例に４か
月未満児が含まれるため
フォロー割合の変化がある
可能性あり。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

3 10か月児健康診査 714人/92.1% 723人/90.8% 706人/94.3% 700人/92.1% A

受診率は安定。医療機関と
の連携強化のために受診
券に「予約制」を明記するな
どの充実を図る

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

4
１歳６か月児健康診

査
732人/91.7% 775人/95.8% 742人/95.9% 674人/92.5% A

受診率はやや減少。未受診
に対して電話連絡や訪問を
行い把握に努めている。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

5 ３歳児健康診査 拡充 829人/92.8% 782人/94.1% 776人/95.3% 736人/93.0% A

受診率は安定。尿検査や視
覚健診の未受診者が増加
しているため対策が必要。
平成２６年度より５歳児発達
相談事業開始し３歳児健康
診査後もフォローできるよう
体制を整えた。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

6 アレルギー健康診査
アレルギー全般について専門医
による健診と相談を行っていま
す。

継続 健康課 84人 65人 61人 77人 A
受診者は減少傾向。引き続
き乳幼児健診で継続的な勧
奨を行う。

アレルギー全般について専門
医による健診と相談を行って
います。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

7 アレルギー教室

アレルギー全般について専門医
の講義や室内の環境整備，呼
吸器のリハビリ等実習を行って
います。

継続 健康課 160人 177人 186人 172人 A

COPDに関して勧奨ハガキ
を送付したり肺年齢測定を
導入したりして参加者の増
加が見られている。

アレルギー全般について専門
医の講義や室内の環境整
備，呼吸器のリハビリ等実習
を行っています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

8 ブックスタート事業

４か月児健康診査時に図書館ボ
ランティアによる絵本の読み聞
かせや絵本の配布を行っていま
す。

継続 健康課 774人/97.4% 787人/98.4% 731人/97.9% 698人/98.3% A

図書館ボランティアの方も
積極的に読み聞かせを行
い絵本もほぼ全員配布して
いる。

４か月児健康診査時に図書
館ボランティアによる絵本の
読み聞かせや絵本の配布を
行っています。

継続

精神面・運動面あるいは神経学
的発達の節目となる４か月児・
10か月児・１歳６か月児・３歳児
を対象に疾病や発達の遅れ，視
聴覚の異常などを早期に発見す
るため総合的な健診を行うととも
に，育児・栄養・むし歯予防など
の指導・相談・助言を行っていま
す。今後も，健診内容等の充実
を図ります。また，各健診ごとに
「育児ＢＯＯＫ」を配布していま
す。

継続

健康課

　　　　　　　　　　　　　　　　　第３次芦屋市健康増進・食育推進計画策定に向けたヒヤリング結果　　　　　　　　　　　　　　　　　(資料-2)

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

精神面・運動面あるいは神経
学的発達の節目となる４か月
児・10か月児・１歳６か月児・
３歳児を対象に疾病や発達
の遅れ，視聴覚の異常などを
早期に発見するため総合的
な健診を行うとともに，育児・
栄養・むし歯予防などの指
導・相談・助言を行っていま
す。今後も，健診内容等の充
実を図ります。また，各健診
ごとに「育児ＢＯＯＫ」を配布し
ています。
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

9 妊産婦・新生児訪問
妊産婦84件
新生児11件

妊産婦180件
新生児19件

妊産婦123件
新生児18件

妊産婦97件
新生児8件

A 件数は増加傾向。 継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

10
こんにちは赤ちゃん

事業
742人/93.2% 749人/94.3% 698人/92.6% 656人/94% A

入院中・転出等で100％の
訪問はできないが、高い訪
問率を保っている。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

11 乳幼児家庭訪問 642件 715件 447件 411件 A
必要な家庭に対し保健師が
訪問しフォローしている。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

12
プレおや教室
　パパママ教室
　沐浴教室

パパママ教室と沐浴教室は，夫
婦で参加し妊娠・出産・育児に
関する知識の向上を目的に土
曜日に開催しています。

継続 健康課
パパママ188
沐浴221

150
216

151
217

152
163

B
参加率は減少傾向。教室内
容の検討が必要。

パパママ教室と沐浴教室は，
夫婦で参加し妊娠・出産・育
児に関する知識の向上を目
的に土曜日に開催していま
す。アンケートの結果を受け
て、日曜日開催も検討してい
ます。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

13
未熟児※訪問指導
及び未熟児※養育
医療の給付

平成25年度から未熟児※訪問
指導が市へ移譲されることによ
り，健やかな成長発達が促され
るよう家庭訪問を行います。ま
た，医療を必要とする未熟児※
に対して医療給付を行います。

新規 健康課
訪問　19件
養育医療14件

13件
20件

16件
16件

訪問12件
養育医療13件

A

申請者数は安定。引き続き
保健師の訪問にて健やか
な発育発達を促す関わりが
必要。

健やかな成長発達が促され
るよう家庭訪問を行います。
また，医療を必要とする未熟
児※に対して医療給付を行い
ます。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

14 育児相談

乳児を対象に，身体計測及び保
健師と栄養士，助産師によるこ
どもの発達や育児，栄養，母乳
についての個別相談を行ってい
ます。

継続 健康課
延べ　1422
実　908

延べ　1742
実　1126

延べ　1453
実　972

延べ　1391
実　892

A
参加者数は安定。妊産婦相
談も併設しているが希望者
は少ない。

乳児を対象に，身体計測及び
保健師と栄養士，助産師によ
るこどもの発達や育児，栄
養，母乳についての個別相談
を行っています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

15
アレルギーの離乳食

相談

アトピー性皮膚炎・食物アレル
ギーの心配のあるこどもを持つ
保護者等を対象にした管理栄養
士，保健師による個別相談を
行っています。

継続 健康課 9人 23人 15人 29人 A 平成28年度より増加傾向。

アトピー性皮膚炎・食物アレ
ルギーの心配のあるこどもを
持つ保護者等を対象にした管
理栄養士，保健師による個別
相談を行っています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

16 めだか水泳教室

喘息・喘息様気管支炎と診断さ
れた幼稚園・保育所の４，５歳児
を対象に春・秋２クール（１クー
ル13回）の水泳教室を行ってい
ます。

継続 健康課 延320人 延323人 延297人 延307人 A
参加者数は安定。リピー
ターもいることから内容は充
実している。

喘息・喘息様気管支炎と診断
された幼稚園・保育所の４，５
歳児を対象に春・秋２クール
（１クール13回）の水泳教室を
行っています。アンケートより
回数の増加やオフシーズンで
の開催要望もあることから体
制の充実を図る予定です。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

17
育児支援家庭訪問

事業

児童の養育について支援が必
要な家庭に対し，訪問による育
児や家事の援助を行うことによ
り，安定した児童の養育ができ
るように努めています。

継続
子育て推進
課

7件 1件 0件 1家庭延7回 A
対象者の把握とサービス提
供による効果の評価

児童の養育について支援が
必要な家庭に対し，訪問によ
る育児や家事の援助を行うこ
とにより，安定した児童の養
育ができるように対象者の枠
を広げて努めていきます。

拡充

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

18 園庭開放

保育所の園庭を開放し，親子が
遊べるように，今後も事業の周
知に努め，さらに内容を充実しま
す。

継続
子育て推進
課

238回開催，532人の
参加(平均40回・89
人）

259回開催，809人の
参加(平均43回・135
人）

237回開催，846人の
参加(平均40回・141
人）

221回開催，1165人
の参加（平均37回・
194人）

A

公立の6保育所で開催日
を月～金で振り分け，毎日
どこかに参加できるように
設定した結果が数となって
表れてきている。今後は，
内容にも工夫をしていく。

保育所の園庭を開放し，親子
が遊べるように，今後も事業
の周知に努め，さらに内容を
充実する。

継続

妊産婦・新生児・乳幼児を対象
に助産師，保健師等が家庭訪問
をして子育て等の助言や相談を
行っています。生後４か月まで
のこんにちは赤ちゃん訪問につ
いては，100％の実施をめざしま
す。

拡充 健康課

妊産婦・新生児・乳幼児を対
象に助産師，保健師等が家
庭訪問をして子育て等の助言
や相談を行っています。生後
４か月までのこんにちは赤
ちゃん訪問については，
100％の実施をめざします。
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

19 なかよしひろば
公立幼稚園６か所の遊戯室や
園庭を活用して，子育て中の親
子を支援しています。

継続
子育て推進
課

6か所
296回
10,818人

6か所
285回
9,809人

6か所
285回
8,577人

5か所
234回
6,780人

B

3歳児以上の中間在宅が
減っているためか，参加者
が減少傾向。費用対効果の
評価。

公立幼稚園３か所の遊戯室
や園庭を活用して，子育て中
の親子を支援しています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

20 あい・あいるーむ
主任児童委員と民生児童委員
が子育て中の親子を支援してい
ます。

拡充
子育て推進
課

59回
525人

58回
500人

54回
620人

56回
669人

A
地域に出ていく事業の周知
と地域交流の視点からみた
事業の評価。

主任児童委員と民生児童委
員が子育て中の親子を支援
しています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

21
むくむく
ぷくぷく

「つどいのひろば」を提供し，子
育て中の親子を支援していま
す。また，育児不安や密室育児
防止のため，親子交流，ふれあ
い指導と育児相談を実施してい
ます。

継続
子育て推進
課

むくむく　243回，
25,179人
ぷくぷく　40回，1,588
人
もこもこ　49回，1,734
人

むくむく　240回，
26,216人
ぷくぷく　43回，1,426
人
もこもこ　51回，2,165
人

むくむく　242回，
26,248人
ぷくぷく　41回，1,503
人
もこもこ　49回，1,496
人

むくむく　241回，
25,656人
ぷくぷく　46回，2,033
人
もこもこ　49回，1,865
人
ルリアン　24回，758
人

A
身近な地域に拠点を整備
し，生活圏域内で居場所を
整備していく必要がある。

「つどいのひろば」を提供し，
子育て中の親子を支援してい
ます。また，育児不安や密室
育児防止のため，親子交流，
ふれあい指導と育児相談を
実施しています。

拡充

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

22
子育てグループの活

動支援

公共施設等を利用して，地域で
自主的に活動するグループや団
体の活動を支援し，地域のコミュ
ニティづくりを進めています。ま
た，活動助成・育児相談を実施
しています。

継続
子育て推進
課

13グループ
グループ活動385回，
7,496人
交流会3回

13グループ
グループ活動337回，
6,728人
交流会3回

13グループ
グループ活動327
回，5,830人
交流会3回

12グループ
グループ活動275
回，4,892人
交流会3回

B
活動グループ数が減少し，
リーダーを担うかたも減って
いる。

公共施設等を利用して，地域
で自主的に活動するグルー
プや団体の活動を支援し，地
域のコミュニティづくりを進め
ています。また，活動助成・育
児相談を実施しています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

23 あそびの広場

前半は親子で自由に遊び，後半
に親子体操，手遊び，ふれあい
歌遊び，絵本，紙芝居の読み聞
かせを行っています。毎月最終
回は保健師が入り，こどもの健
康相談を受けています。

継続
児童セン
ター

28回　792人 30回　739人 30回　728人 58回　1212人 Ｂ

担当保健師の変更に伴い，
現状では相談日が設定でき
ていない。今後は，相談日
を新たに設けて開設をして
いく。

前半は親子で自由に遊び，
後半に手遊び，ふれあい歌
遊び，絵本，紙芝居の読み聞
かせを行う。開設日は保健師
が入り，こどもの健康相談を
受ける。

　　　継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

24
母子健康情報管理

システム

母子保健事業の対象者及び利
用状況をシステム化し，効率的
に保健活動を行います。

拡充 健康課

母子保健事業に関す
る参加者や、回数の
把握、利用状況をシ
ステム化することで、
事業の展開や見直し
を行っています。

母子保健事業に関す
る参加者や、回数の
把握、利用状況をシ
ステム化することで、
事業の展開や見直し
を行っています。

母子保健事業に関
する参加者や、回数
の把握、利用状況を
システム化すること
で、事業の展開や見
直しを行っていま
す。

母子保健事業に関
する参加者や、回数
の把握、利用状況を
システム化すること
で、事業の展開や見
直しを行っていま
す。

A

より市民へのサービス充実
のために、システムデータ
の解析をしていくことが必
要。

母子保健事業の対象者及び
利用状況をシステム化し，効
率的に保健活動を行います。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

25
母子健康手帳等の

交付

妊娠届出書の提出により，母子
健康手帳を交付しています。交
付時に母子健康手帳副読本，マ
マと食の健康ガイド，歯の健康
miniブック，マタニティマークの配
布と妊婦対象の事業の案内を
行っています。ＤＶＤの貸し出し
事業を実施します。

拡充 健康課 868 813 761 749 A

平成28年度より保健師が全
数面接を行い、時間差なく
必要なフォローが行われて
いる。

従来の交付に加えて、平成29
年度より母子健康手帳アプリ
を導入し、記録とともに情報を
リアルタイムで発信できるよう
にしています。

継続

3



基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

26 歯の健康フェスタ

歯科医師会の協力を得て，毎年
６月の歯の衛生週間の事業の
中で，小学生を対象としたフッ素
塗布やポスター展により，歯の
衛生についての普及・啓発を
行っています。

継続 健康課

歯の無料健診・相談
をラポルテホールに
て実施。
参加２４８人

歯の無料健診・相談
をラポルテホールに
て実施。
参加２７４人

歯の無料健診・相談
をラポルテホールに
て実施。
参加２９１人

歯の無料健診・相談
をラポルテホールに
て実施。
参加２６６人
本年よりフッ素塗布
からフッ化物洗口に
変更

A

例年２００名以上の参加者
が無料健診を受診してお
り，市民の口腔衛生の啓発
や定期健診の役割を果たし
ていると考える。
要精密該当者の継続受診
が課題。

歯科健診に加えてフッ化物潜
口や唾液緩衝能テストを実施
行い，口腔衛生の啓発を行
う。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

27
乳幼児健康診査未
受診者対策

乳幼児健康診査における未受
診者について，未受診者調査票
の返送がなく，未受診理由が不
明な者に対して，受診勧奨の働
きかけを行っています。また，４
か月児については，全数把握を
目標に訪問等を行っています。
３歳児の未受診者については，
主任児童委員の協力を得ていま
す。平成23年度から，１歳６か月
児の未受診者に電話・手紙・訪
問等での把握を行っています。

継続 健康課

把握率
4:100%
1.6：93.9％
3：75.8％

４：96.7％
1.6：81.0％
3：90.6％

４：100％
1.6：82.9％
3：75.6％

4：95％
1.6：89.1％
3：87.1％

A

未受診者の割合は例年変
わらず、把握方法を検討し
ながら未受診者把握に努め
ている。

乳幼児健康診査における未
受診者について，未受診者調
査票の返送がなく，未受診理
由が不明な者に対して，受診
勧奨の働きかけを行っていま
す。また，４か月児について
は，全数把握を目標に訪問
等を行っています。３歳児の
未受診者については，主任児
童委員の協力を得ており、健
診の中でも各検査の未受診
に対してのアプローチも行っ
ています。１歳６か月児の未
受診者に電話・手紙・訪問等
での把握を行っています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

28 家庭児童相談室

児童家庭相談全般，児童虐待
対応など，様々な家庭や児童の
虐待や養育上の問題の相談に
応じています。

継続
子育て推進
課

相談件数374件
（4人で対応）

相談件数409件
（4人で対応）

相談件数481件
（4人で対応）

相談件数441件
（4人で対応）

A

相談件数は増加しており，
内容も複雑化している。相
談体制のさらなる充実が必
要。

児童家庭相談全般，児童虐
待対応など，様々な家庭や児
童の虐待や養育上の問題の
相談に応じています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

29
西宮こども家庭セン
ターでの支援

虐待や養育困難など，様々な理
由により，保護を必要とする児
童の一時保護などを行い，環境
の改善を図っています。

継続
西宮こども
家庭セン
ター

①虐待相談件数
４８２

②一時保護所の入所
１２９

①５８０
②１４７

①９１８
②１５０

７月発表 Ａ
虐待通告の増加により、相
談件数が増加しています。

虐待や養育困難など，様々な
理由により，保護を必要とす
る児童の一時保護などを行
い，環境の改善を図っていま
す。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

30
芦屋市要保護児童
対策地域協議会

要保護児童対策地域協議会の
周知活動を行うとともに，関係機
関の相互連携により，虐待や非
行などの要保護児童の早期発
見及び適切な保護を図っていま
す。また，虐待ケースの速やか
な対応を行っています。

継続
子育て推進
課

代表者会議　1回
実務者会議　4回
個別ケース会議47回

代表者会議　1回
実務者会議　4回
個別ケース会議１36

回

代表者会議　1回
実務者会議　4回
個別ケース会議157

回

代表者会議　1回
実務者会議　4回
個別ケース会議151

回

A
ケース件数の増加により，
より一層連携体制が必要と
なっている。

要保護児童対策地域協議会
の周知活動を行うとともに，
関係機関の相互連携により，
虐待や非行などの要保護児
童の早期発見及び適切な保
護を図っています。また，虐
待ケースの速やかな対応を
行っています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

31 こどもの相談 拡充
精神科医師46
小児科医師15
臨床心理士78

49
26
59

43
35
77

52
23
71

A

医師・臨床心理士ともに必
要時必要な相談に対応する
ため相談枠の増加も行って
いる。
平成２６年度より５歳児発達
相談事業を開始し、こども
の発達に関して相談枠を増
やして実施している。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

32
健診後の経過観察

グループ
拡充 218 227 211 230 A 参加者は増加傾向。 継続

乳幼児健診において，経過観察
が必要なこどもの継続的な健康
相談を行います。経過観察の必
要なこどもと保護者が，保育士・
保健師・心理相談員との遊びを
通じて，親子のかかわりについ
て理解を深め育児不安の軽減を
図っており，今後，実施回数等
の拡大を図ります。

健康課

乳幼児健診において，経過観
察が必要なこどもの継続的な
健康相談を行います。経過観
察の必要なこどもと保護者
が，保育士・保健師・心理相
談員との遊びを通じて，親子
のかかわりについて理解を深
め育児不安の軽減を図って
います。

4



基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

33 すくすく学級

発達に課題のあるこどもに適切
な療育※及び訓練等の提供を
行っています。また，24年度から
入級は概ね１歳からであったの
を，生後６か月から可能にし，療
育※の必要なこどもが入級待機
にならないよう定員を20名から
30名に増加し，保育内容の充実
を図っています。

継続
子育て推進
課

4月　19名
3月　26名
平均　22.8名

4月　14名
3月　29名
平均　23.5名

4月　15名
3月　30名
平均　24.1名

4月　21名
3月　30名
平均　27.3名

Ａ

・利用者は増えているので
枠を増やした意義はあった
が，H28年度は9月に30名
になったので，後半の入級
はできない状況であった。
・近年，民間の児童デイ
サービスの施設が増えてく
る中，またH30年には新しい
福祉施設もできる中，すくす
く学級をはじめそれぞれの
のあり方を考えていかなけ
ればいけないと感じる。

・母子通級においての保育
　（自由あそび・設定保育・行
事など）
・相談
　（健康相談，発達相談，個
別相談，
　こころの相談）
・訓練
　（理学療法訓練，感覚統合
訓練，
　ムーブメント言語訓練，水浴
訓練）
・親教室

継続
（民間児童デ

イ
が増える中で

の
すくすく学級の
役割を整理す

る）

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

34 療育相談
療育支援相談，機能訓練等との
連携により，配慮の必要なこども
の継続的な相談を行います。

継続 健康課

健康課で関わってき
たすくすく学級卒級者
に関して療育相談に
て方向性の確認をし
ている。

健康課で関わってき
たすくすく学級卒級者
に関して療育相談に
て方向性の確認をし
ている。

健康課で関わってき
たすくすく学級卒級
者に関して療育相談
にて方向性の確認を
している。

健康課で関わってき
たすくすく学級卒級
者に関して療育相談
にて方向性の確認を
している。

A

すくすく学級卒級者だけで
なく療育相談が受けられる
体制を望む。また検査を受
けた結果も踏まえて母の
フォローが必要な場合、ス
ムーズな障害福祉課との連
携が必要。

療育支援相談，機能訓練等と
の連携により，配慮の必要な
こどもの継続的な相談を行い
ます。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

34 療育相談
療育支援相談，機能訓練等との
連携により，配慮の必要なこども
の継続的な相談を行います。

継続
学校教育
課

特別支援教育セン
ターにおいて，相談
窓口を設置。専門指
導員，学校教育課指
導主事が対応。対応
した幼児児童生徒数
131名

特別支援教育セン
ターにおいて，相談
窓口を設置。専門指
導員，学校教育課指
導主事が対応。対応
した幼児児童生徒数
158名

特別支援教育セン
ターにおいて，相談
窓口を設置。専門指
導員，学校教育課指
導主事が対応。対応
した幼児児童生徒数
180名

特別支援教育セン
ターにおいて，相談
窓口を設置。専門指
導員，学校教育課指
導主事が対応。対応
した幼児児童生徒数
196名

A

ここ4年程，配慮の必要なこ
どもの数は増加しており，そ
れに伴い相談件数も増えて
いる。今後も増加が予想さ
れ，この事業に対する人的
配置の充実が必須課題で
ある。

今後も，関係機関と連携を行
いながら，特別支援教育セン
ターを核として，配慮の必要
なこどもの継続的な相談を
行っていく。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

34 療育相談
療育支援相談，機能訓練等との
連携により，配慮の必要なこども
の継続的な相談を行います。

継続
障害福祉
課

実施回数：１３回
延件数：３９件

実施回数：１２回
延件数：４３件

実施回数：１３回
延件数：５０件

実施回数：１６回
延件数：４５件

Ａ

すくすく学級卒級児童の状
況に応じて，相談対応でき
るように調整しながら運営し
ている。相談内容の記録を
保護者に渡し，学校園等と
共有されるように働きかけ
ている。学校園と保護者間
の連携や本相談の活用状
況について評価が必要。

療育支援相談，機能訓練等と
の連携により，配慮の必要な
こどもの継続的な相談を行い
ます。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

34 療育相談
療育支援相談，機能訓練等との
連携により，配慮の必要なこども
の継続的な相談を行います。

継続
子育て推進
課

卒級説明会におい
て，療育相談につい
て説明をし，必要な
子どもにおいては，
相談が継続できるよ
うに促す。

卒級説明会におい
て，療育相談につい
て説明をし，必要な
子どもにおいては，
相談が継続できるよ
うに促す。

卒級説明会におい
て，療育相談につい
て説明をし，必要な
子どもにおいては，
相談が継続できるよ
うに促す。

卒級説明会におい
て，療育相談につい
て説明をし，必要な
子どもにおいては，
相談が継続できるよ
うに促す。

Ａ
卒級児は，ほぼ療育相談を
利用している。

療育支援相談，機能訓練等と
の連携により，配慮の必要な
こどもの継続的な相談を行い
ます。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

35
障がい児機能訓練

事業

身体障害者手帳または療育手
帳を所持している児童等を対象
に機能訓練事業を行っていま
す。療育支援相談等との連携に
より，必要に応じて，学校訪問等
も行い，日常生活における指導
助言を行うなど充実を図ります。

拡充 健康課

医療機関やこどもの
相談で機能訓練が必
要と認められたケー
スに関して紹介を
行っています。

医療機関やこどもの
相談で機能訓練が必
要と認められたケー
スに関して紹介を
行っています。

医療機関やこどもの
相談で機能訓練が
必要と認められた
ケースに関して紹介
を行っています。

医療機関やこどもの
相談で機能訓練が
必要と認められた
ケースに関して紹介
を行っています。

A
OT訓練を受けられないこと
が多く、他機関を紹介して
いる。

身体障害者手帳または療育
手帳を所持している児童等を
対象に機能訓練事業を行っ
ています。療育支援相談等と
の連携により，必要に応じ
て，学校訪問等も行い，日常
生活における指導助言を行う
など充実を図ります。

継続

5



基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

35
障がい児機能訓練

事業

身体障害者手帳または療育手
帳を所持している児童等を対象
に機能訓練事業を行っていま
す。療育支援相談等との連携に
より，必要に応じて，学校訪問等
も行い，日常生活における指導
助言を行うなど充実を図ります。

拡充
障害福祉
課

＜理学療法＞
利用者数　２４人
延実施回数　４２８回
＜作業療法＞
利用者数　２３人
延実施回数　２６０回
＜言語療法＞
利用者数　２０人
延実施回数　１７０回
＜水浴訓練＞
利用者数　３０人
延実施回数　３３７回
＜医師面接＞
利用者数　６９人
延実施回数　９回

＜理学療法＞
利用者数　２３人
延実施回数　４２３回
＜作業療法＞
利用者数　３２人
延実施回数　３８２回
＜言語療法＞
利用者数　３０人
延実施回数　３３８回
＜水浴訓練＞
利用者数　３１人
延実施回数　４２６回
＜医師面接＞
利用者数　６０人
延実施回数　８回

＜理学療法＞
利用者数　２６人
延実施回数　３９２回
＜作業療法＞
利用者数　３８人
延実施回数　４０３回
＜言語療法＞
利用者数　３７人
延実施回数　４１５回
＜集団移行訓練＞
利用者数　５人
延実施回数　１０回
＜水浴訓練＞
利用者数　３７人
延実施回数　４６５回
＜医師面接＞
利用者数　６２人
延実施回数　８回

＜理学療法＞
利用者数　２５人
延実施回数　３４５回
＜作業療法＞
利用者数　３９人
延実施回数　４４１回
＜言語療法＞
利用者数　３４人
延実施回数　４３８回
＜集団移行訓練＞
利用者数　４人
延実施回数　９回
＜水浴訓練＞
利用者数　３３人
延実施回数　４０２回
＜医師面接＞
利用者数　７６人
延実施回数　１０回
＜家庭療育支援講
座＞
修了者数　８人
講座回数　５回

Ａ

平成２７年度より個別訓練
終了に向けた集団移行訓
練を実施し，また，平成２８
年度より機能訓練事業利用
者を中心に家庭療育支援
講座を実施している。いず
れの事業も開始して間が無
いため，事業の評価と改善
に取り組みながら進めてい
く。
訓練希望者の待機期間の
長期化が課題となってお
り，他機関等との連携及び
訓練機会の確保に努め，速
やかに訓練が提供できる体
制づくりを目指す。

身体障害者手帳または療育
手帳を所持している児童等を
対象に機能訓練事業を行っ
ています。療育支援相談等と
の連携により，必要に応じ
て，学校訪問等を行い，日常
生活における指導助言を行
います。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

36 療育支援相談事業

各担当機関が関わっている児童
について，情報を共有し，医師
等の専門職の助言を得ながら，
必要な支援について検討を行っ
ています。

継続 健康課

機能訓練事業を利用
しているケースに対し
ての方向性を確認し
ている。

機能訓練事業を利用
しているケースに対し
ての方向性を確認し
ている。

機能訓練事業を利
用しているケースに
対しての方向性を確
認している。

機能訓練事業を利
用しているケースに
対しての方向性を確
認している。

B
機能訓練事業利用者以外
の相談も受け入れる事業と
しての展開を望む。

各担当機関が関わっている
児童について，情報を共有
し，医師等の専門職の助言を
得ながら，必要な支援につい
て検討を行っています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

36 療育支援相談事業

各担当機関が関わっている児童
について，情報を共有し，医師
等の専門職の助言を得ながら，
必要な支援について検討を行っ
ています。

継続
学校教育
課

適正就学委員会にお
いて，就学指導及び
必要な支援の検討を
行う。就学後は，必
要に応じて，各関係
機関と連携してケー
ス会議等を行い，支
援について検討を行
う。また，各学校にお
ける教員の指導力向
上のため，特別支援
教育コーディネーター
会を年間を通じて開
催した。

適正就学委員会にお
いて，就学指導及び
必要な支援の検討を
行う。就学後は，必
要に応じて，各関係
機関と連携してケー
ス会議等を行い，支
援について検討を行
う。また，各学校にお
ける教員の指導力向
上のため，特別支援
教育コーディネーター
会を年間を通じて開
催した。

適正就学委員会に
おいて，就学指導及
び必要な支援の検
討を行う。就学後
は，必要に応じて，
各関係機関と連携し
てケース会議等を行
い，支援について検
討を行う。また，各学
校における教員の指
導力向上のため，特
別支援教育コーディ
ネーター会を年間を
通じて開催した。

教育支援委員会に
おいて，就学指導及
び必要な支援の検
討を行う。就学後
は，必要に応じて，
各関係機関と連携し
てケース会議等を行
い，支援について検
討を行う。また，各学
校における教員の指
導力向上のため，特
別支援教育コーディ
ネーター会を年間を
通じて開催した。

A

平成28年度，適正就学委員
会が教育支援員会に名称
を変更した。この変更に伴
い，就学前だけでなく，就学
後も教育支援委員会におい
て必要な支援を検討してい
くことができるようになった。
今後の課題として，医療的
ケアが必要なこどもに対し
ての支援の在り方の検討が
あげられる。

医療的ケアについては，他課
とも連携を行い，子ども・保護
者にとってよりよい支援がで
きるよう検討していく。

継続
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

36 療育支援相談事業

各担当機関が関わっている児童
について，情報を共有し，医師
等の専門職の助言を得ながら，
必要な支援について検討を行っ
ています。

継続
障害福祉
課

実施回数：１２回
延件数：１５４件

実施回数：１２回
延件数：１０６件

実施回数：１２回
延件数：１６０件

実施回数：１２回
延件数：１９０件

Ａ

機能訓練事業利用児童に
ついて情報共有を図り，連
携に努めている。必要に応
じて，機能訓練利用児童以
外の児童についても共有検
討ができる機会となること
ができれば，連携の推進に
つながると考えられる。ま
た，特別支援教育に関わる
教員に対して療育事業の理
解を促進する場の設定など
学校教育との連携強化に
努める。

各担当機関が関わっている
児童について，情報を共有
し，医師等の専門職の助言を
得ながら，必要な支援につい
て検討を行っています。

充実

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

36 療育支援相談事業

各担当機関が関わっている児童
について，情報を共有し，医師
等の専門職の助言を得ながら，
必要な支援について検討を行っ
ています。

継続
子育て推進
課

・療育支援相談に参
加し，すくすく学級に
関する情報の提供を
するとともに情報共
有をする。
・毎月実施し，保育所
在籍の児童について
は，事前に保育所で
の様子を聞き取り，
その後の支援につい
てフィードバックをす
る。

・療育支援相談に参
加し，すくすく学級に
関する情報の提供を
するとともに情報共
有をする。
・毎月実施し，保育所
在籍の児童について
は，事前に保育所で
の様子を聞き取り，
その後の支援につい
てフィードバックをす
る。

・療育支援相談に参
加し，すくすく学級に
関する情報の提供を
するとともに情報共
有をする。
・毎月実施し，保育
所在籍の児童につ
いては，事前に保育
所での様子を聞き取
り，その後の支援に
ついてフィードバック
をする。

・療育支援相談に参
加し，すくすく学級に
関する情報の提供を
するとともに情報共
有をする。
・毎月実施し，保育
所在籍の児童につ
いては，事前に保育
所での様子を聞き取
り，その後の支援に
ついてフィードバック
をする。

B

・午前中の会議なので，すく
すく学級からは，参加はし
にくい時もある。
・現在は公立保育所の児童
については，事前に情報共
有をし，フィードバックができ
ているが，私立保育園につ
いては個人情報の観点から
十分な情報共有ができてい
ない。

各担当機関が関わっている
児童について，情報を共有
し，医師等の専門職の助言を
得ながら，必要な支援につい
て検討を行う。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

新
規

妊婦歯科健康診査

母子手帳交付時に妊婦健診助
成券の交付と，妊娠中の口腔状
態についての情報提供を行って
います。安心して出産に臨める
ことや出産後の幼児のむし歯予
防につなげることを目的としてい
ます。

新規 健康課
受診者232人
受診率29％

受診者249人
受診率32％

B

初年度と比べ受診率上昇し
ている。28年度は全員対面
で説明を行ったこと，受診
券配布時期が一律に母子
手帳交付時であったことが
影響すると考える。受診率
の向上が必要。母子手帳交
付時の説明，電子母子手帳
のプッシュアップ通知での
通知を継続する。

母子手帳交付時に妊婦健診
助成券の交付と，妊娠中の口
腔状態についての情報提供
を行っています。安心して出
産に臨めることや出産後の幼
児のむし歯予防につなげるこ
とを目的としています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（１）母とこどもの
健康の確保

新
規

５歳児発達相談

年度内に5歳になる児童の保護
者に子育て相談票を送付し，5
歳児の現状について把握すると
ともに発達相談を希望するかた
に精神科医師・臨床心理士の個
別相談を

新規 健康課

【モデル事業】対象児
数870
回収率76.4％
相談実施者30
(精神科医師5，臨床
心理士25)

対象児数857
回収率75.4％
相談実施者24
(精神科医師8，臨床
心理士16)

対象児数873
回収率86.8％
相談実施者23
(精神科医師5，臨床
心理士18)

対象児数800
回収率76.6％
相談実施者23
(精神科医師3，臨床
心理士20)

A

事業開始から，高い回収率
を維持しており，相談希望
者も同等で推移している。3
歳児健診以降の相談先とし
て定着しつつあり，市内保
育所・幼稚園，教育委員会
とも連携が取れている。

市内公立幼稚園・保育所とは
相談票の提出勧奨や，相談
後のフォロー，事業の報告会
の実施等も行っており，連携
して事業を行うことができてい
る。今後は，私立幼稚園や，
新設のこども園とも連携をと
れるように働きかけが必要。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

1
母子健康手帳等の
交付（再掲）

妊娠届出書の提出により，母子
健康手帳を交付しています。交
付時に母子健康手帳副読本，マ
マと食の健康ガイド，歯の健康
mini ブック，マタニティマークの
配布と妊婦対象の事業の案内を
行っています。ＤＶＤの貸し出し
事業を実施します。

（再掲）
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

2
芦屋市立休日応急

診療所

医師会・薬剤師会の協力を得
て，日曜・祝日・年末年始の午前
９時から午後５時まで内科・小児
科の診療を行っています。

継続 健康課 2738 3038 2735 2659 A 一定のニーズがある

医師会・薬剤師会の協力を得
て，日曜・祝日・年末年始の
午前９時から午後５時まで内
科・小児科の診療を行ってい
ます。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

3 在宅当番医制

市内の医療機関が参加し，当日
の当番医の案内は，広報あしや
や市ホームページで行っていま
す。

継続 健康課 3189 3450 3246 3026 A 一定のニーズがある

市内の医療機関が参加し，当
日の当番医の案内は，広報
あしやや市ホームページで
行っています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

4
小児救急対応病院

群輪番制

阪神南圏域の公立・私立の病院
が輪番制により，小児２次救急
患者を受け入れています。

継続 健康課 4109 4114 3811 4058 A 一定のニーズがある

阪神南圏域の公立・私立の
病院が輪番制により，小児２
次救急患者を受け入れてい
ます。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

5 休日応急歯科診療

歯科医師会の協力を得て，日
曜・祝日・年末年始の午前９時
から午前11時30分まで歯科の
診療を行っています。

継続 健康課 243 252 253 199 A 一定のニーズがある

歯科医師会の協力を得て，日
曜・祝日・年末年始の午前９
時から午前11時30分まで歯
科の診療を行っています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

6 定期予防接種事業

予防接種法に基づいた定期予
防接種事業を行っています。ま
た，適齢期のこどもに対して，個
別通知や保育所・幼稚園・学校
への通知を行い，周知に努めて
います。

拡充 健康課
H２６．１０．１水痘の
定期接種開始

H28.10.1
B型肝炎の定期接種
開始

A

定期予防接種の種類が増
えたことにより通知も増え、
接種漏れなどないように周
知に努める。

予防接種法に基づいた定期
予防接種事業を行っていま
す。また，適齢期のこどもに
対して，個別通知や保育所・
幼稚園・学校への通知を行
い，周知に努めています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

7 健全母性育成事業

思春期の生徒を対象に，生理・
心理・社会の各側面から思春期
保健に関する知識の普及を行
い，健康的で豊かな人間性を
持った男女を育成できるよう指
導を行っています。

継続 健康課
思春期保健関係者
ネットワーク会議に参
加しています。

思春期保健関係者
ネットワーク会議に参
加しています。

思春期保健関係者
ネットワーク会議に
参加しています。

思春期保健関係者
ネットワーク会議に
参加しています。

B

思春期保健関係者として今
後も貢献していき、いのち
の講座が将来的に母子保
健とつながっていくよう支援
していく。

思春期の生徒を対象に，生
理・心理・社会の各側面から
思春期保健に関する知識の
普及を行い，健康的で豊かな
人間性を持った男女を育成で
きるよう指導を行っています。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

7 健全母性育成事業

思春期の生徒を対象に，生理・
心理・社会の各側面から思春期
保健に関する知識の普及を行
い，健康的で豊かな人間性を
持った男女を育成できるよう指
導を行っています。

継続
芦屋健康
事務所

「いのちの講座」
３回

小学校２校
中等教育学校１校

延325校

「いのちの講座」
５回

小学校４校、高校１
校

延672校

「いのちの講座」
８回

小学校６校、高校２
校

延1,584校

「いのちの講座」
６回

小学校５校
中学校１校
延668校

Ａ

平成23年度から実施してい
る「いのちの講座」につい
て、未実施だった小学校や
中学校で実施することがで
き、学校現場において、こ
の事業の目的や重要性を
認識してもらうことができ
た。事業の継続と定着化を
目指し、学校行事や授業の
一環で実施してもらえるよ
う、関係者間の連携・協力
体制の構築が求められる。

思春期特有の健康問題に対
する研修会として「健康学習
会」の開催と、市内関係者間
の連携強化を図るため、「地
域思春期保健ネットワーク会
議」を年１回程度開催する。

健全母性育成
事業としての
取り組みは終
了（思春期に
関する事業は
市主体で実
施）

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

8
出前講座「喫煙防止

教育」

保健師がたばこの依存症や害
等について説明し，喫煙防止教
育を行っています。

継続 健康課
妊娠届時家族喫煙
者ある場合，啓発チ
ラシ配布。

妊娠届時家族喫煙
者ある場合，啓発チ
ラシ配布。

B
教室未実施。妊娠届時のチ
ラシは保健指導に活用。

依頼有れば教室実施。 継続

8



基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

9
阪神南青少年タバコ
対策事業「ダメ。ゼッ
タイ。」普及活動

小・中・高校への防煙教育を実
施するとともに，薬物乱用※防
止教室による若年層（特に小・
中学校）への正しい知識の普
及・啓発を実施しています。ま
た，市民には芦屋地区薬物乱用
※防止指導員協議会による啓
発活動を実施しています。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

啓発活動として
６月街頭キャンペー

ン
１回
1,600人

〃
１回
1,500人

〃
１回
2,000人

〃
１回
2,000人

Ａ
一般市民向けの普及啓発
活動であり、推進分野や事
業名にそぐわない。

一般県民に対する薬物乱用
防止の啓発活動として、６月
に街頭キャンペーンを実施す
るが、本事業の内容について
は、計画の記載になじまない
と思われる。

削除

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

9
阪神南青少年タバコ
対策事業「ダメ。ゼッ
タイ。」普及活動

小・中・高校への防煙教育を実
施するとともに，薬物乱用※防
止教室による若年層（特に小・
中学校）への正しい知識の普
及・啓発を実施しています。ま
た，市民には芦屋地区薬物乱用
※防止指導員協議会による啓
発活動を実施しています。

継続
学校教育
課

厚生労働省作成リー
フレット「薬物乱用は
『ダメ。ゼッタイ。』」を
小学校6年生全児童
に配布。薬物乱用防
止教室実施（小学校4
校）

厚生労働省作成リー
フレット「薬物乱用は
『ダメ。ゼッタイ。』」を
小学校6年生全児童
に配布。薬物乱用防
止教室実施（小学校2
校中学校3校）

厚生労働省作成リー
フレット「薬物乱用は
『ダメ。ゼッタイ。』」を
小学校6年生全児童
に配布。薬物乱用防
止教室実施（小学校
1校中学校3校）

厚生労働省作成リー
フレット「薬物乱用は
『ダメ。ゼッタイ。』」を
小学校6年生全児童
に配布。薬物乱用防
止教室実施（小学校
3校中学校3校）

A

薬物乱用防止教室をここ3
年間は全中学校で実施。小
学校では，防止教室未実施
の学校もあるが，全ての小
学校おいて，保健の時間に
防煙，薬物乱用防止の授業
を行っている。

今後も，全小中学校におい
て，教育課程の中に，防煙教
育，薬物乱用防止を位置づ
け，児童生徒に対して，正し
い知識の普及・啓発を行って
いく。

継続

基本目標Ⅰ　親と
子の健康づくりの
推進

（２）小児医療・思
春期保健対策の
強化

10
スクールカウンセリン

グ事業

こどものこころの健康問題やケ
アを必要とするこどもに対し，教
員が適切な指導・援助ができる
よう，専門家からアドバイスを受
けるコンサルテーションを実施し
ています。また，配置のない学
校からも児童生徒，保護者が相
談しやすくなるよう環境を整備し
ています。

継続
学校教育
課

市内5校を拠点校に
指定し，スクールカウ
ンセラーを配置。（他
の6校については，連
携校として拠点校の
スクールカウンセラー
を活用する。）
カウンセリングセン
ターにおける教育相
談（404件　電話相談
133件　面接相談271
件）

市内5校を拠点校に
指定し，スクールカウ
ンセラーを配置。（他
の6校については，連
携校として拠点校の
スクールカウンセラー
を活用する。）
カウンセリングセン
ターにおける教育相
談（385件　電話相談
124件　面接相談261
件）

市内5校を拠点校に
指定し，スクールカ
ウンセラーを配置。
（他の6校について
は，連携校として拠
点校のスクールカウ
ンセラーを活用す
る。）
カウンセリングセン
ターにおける教育相
談（338件　電話相談
98件　面接相談240
件）

市内5校を拠点校に
指定し，スクールカ
ウンセラーを配置。
（他の6校について
は，連携校として拠
点校のスクールカウ
ンセラーを活用す
る。）7月1日よりス
クールソーシャル
ワーカーを年間82日
配置。
カウンセリングセン
ターにおける教育相
談（289件　電話相談
80件　面接相談209
件）

A

学校が抱える課題が複雑
化・多様化する中、学校と
外部福祉関係機関とのネッ
トワークの構築、学校内に
おけるチーム体制の構築や
保護者への支援等、児童生
徒が置かれた環境に働き
かけ、状況を改善するため
に，平成28年度よりスクー
ルソーシャルワーカーの配
置を行った。

平成29年度から，スクール
ソーシャルワーカーの配置
を，年間82回から123回に増
やし，支援体制の充実を図っ
ていく。
心の健康問題やケアを必要と
する子どもに対し，教員が適
切な指導・援助ができるよう
に，各種関係機関との連携を
密にし情報共有を行う等，環
境整備に努めていく。

拡充

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

1
エンジョイスポーツ教

室
（市民啓発事業）

特に運動不足が課題となってい
る中年期の方を対象に，運動づ
くりのきっかけを提供していま
す。

継続
スポーツ推
進課

・ファミリースポーツ
のつどいの開催
・マラソンクリニックの
開催

・ファミリースポーツ
のつどいの開催
・マラソンクリニックの
開催
・ノルディックウォー
キングの体験講習会
の開催

・ファミリースポーツ
のつどいの開催

・ファミリースポーツ
のつどいの開催

B

中年期にピンポイントに働
きかける事業作りは難し
い。

主に運動不足が指摘される
中年期世代（子育てや仕事で
忙しい世代）を対象としたス
ポーツ事業

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

2
スポーツリーダー認

定講習会

スポーツ普及の担い手を育成
し，地域に根ざした生涯スポーツ
の振興を図っています。

継続
スポーツ推
進課

・６講座開催 ・６講座開催 ・６講座開催 ・６講座開催 B

参加者に２０～３０歳代が少
ない。
受講したからといって，実際
に指導者として現場に立て
られるかは疑問。

資本理念としての「するス
ポーツ」「みるスポーツ」「ささ
えるスポーツ」のうちの「ささ
えるスポーツ」

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

3 げんき度健診

体力測定を行うことにより，自分
の体力を知り再確認することで，
運動への関心を高め，運動習慣
を取り入れるきっかけとなるよう
支援しています。

継続 健康課 104人参加（延べ） 82人参加（延べ） 102人参加（延べ） 107人参加（延べ） B

参加者は横ばい。
運動習慣の定着状況や健
診データの変化などの経時
的な変化も確認する必要が
ある。介護予防事業との事
業内容の整理が必要と考え
られる。

高齢介護課と事業の整理を
話し合う。事業の継続等につ
いても要検討。

検討

9



基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

4 特定保健指導※

国民健康保険加入者のうちの40
歳～74歳までの方のうち，特定
健康診査※結果により階層化さ
れた方を対象に保健指導を実施
しています。

継続
保険課
健康課

【受診率】
積極的：9.2％
動機付け：17.0％
計：15.2％
（受診者113人，対象
者744人）

【受診率】
積極的：6.1％
動機付け：23.5％
計：19.6％
（受診者130人，対象
者662人）
血管年齢測定会実施
（43人参加）

【受診率】
積極的：5.8％
動機付け：20.2％
計：17.0％
（受診者122人，対象
者716人）
血管年齢測定会実
施（50人参加）

【受診率】
積極的：11.1％
動機付け：24.0％
計21.3％
（受診者135人，対象
者634人）
血管年齢測定会実
施（41人参加）

Ｂ
事業は継続して実施率の向
上に努めているが，目標を
達成できていない。

実施率向上対策を講じてい
く。具体的な取組はH30～
H35データヘルス計画・特定
健診等実施計画に基づき実
施していく。

拡充

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

5 個別健康教育

国の定める個別健康教育の基
準を満たしている方を対象に個
別通知し，個人の生活習慣の見
直しと改善へ向けての継続した
健康教育を行い，生活習慣病※
の予防をめざして支援していま
す。

継続 健康課

脂質　60人
糖尿病　23人
高血圧　16人
（実数88人）

脂質　45人
糖尿病　33人
高血圧　14人
（実数58人）

脂質　43人
糖尿病　34人
高血圧　15人
（実数46人）

脂質　35人
糖尿病　25人
高血圧　16人
（実数53人）

B
広報と対象者に案内はがき
送付し周知。集まりにくい現
状。教室内容の工夫必要。

国の定める基準を満たす対
象者に，個人に合わせた生
活習慣病予防のための生活
習慣行動の獲得を目指す。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

6
ウオーキングの普

及・啓発

市内のウオーキングマップの配
布などにより，情報提供を行って
います。

継続 健康課
保健センター窓口で
配布

マップの改訂
（H26.11）
全戸配布＋保健セン
ター窓口で配布

保健センター窓口で
配布

ウォーキングイベン
トでの配布と周知，
保健センター窓口で
配布

　Ｂ

健康教育実施時や保健指
導実施時にマップの配布と
コースの紹介，ウォーキン
グの普及啓発を行ってい
る。

各種教室や保健指導実施時
にマップを配布し，普及啓発・
周知を継続していく。
他課の既存のウォーキング
コースやアプリとの連携を検
討する。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

6
ウオーキングの普

及・啓発

市内のウオーキングマップの配
布などにより，情報提供を行って
います。

継続
スポーツ推
進課

館内にウオーキング
マップの配架

館内にウオーキング
マップの配架

館内にウオーキング
マップの配架

館内にウオーキング
マップの配架

B 配架程度でとどまっている。

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

7 すこやか教室

要支援や要介護になるおそれの
ある人を対象とし，高齢者生活
支援センターで作成された介護
予防支援計画に基づく教室を実
施しています。

継続
高齢介護
課

参加人数　　６１人
実施回数　１５８回
延べ人数　６３５人

参加人数　　１３人
実施回数　　２７回
延べ人数　　９３人

未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 事業廃止

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

8 さわやか教室

一般高齢者を対象とした介護予
防事業を行っています。また，ト
レーナー派遣事業により地域介
護予防活動を支援しています。

継続
高齢介護
課

実施回数　３４３回
延べ人数３８１４人

参加人数　　５３２人
実施回数　　５３６回
延べ人数　５９０２人

参加人数　７５２人
実施回数　５７１回
延べ人数６３１９人

参加人数　６８８人
実施回数　５１５回
延べ人数５７６９人

費用対効
果につい
て疑問が
あり，事
業見直し
の必要性
を感じて
いる。

同じ高齢者が複数の教室を
渡り歩いているとの声があ
り，名簿を確認しているとこ
ろ。本教室の在り方を検討
中。

検討中。

高齢者が自主
的に体操をす
る体制を作っ
ていきたい。

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

9 新体力テスト測定会
あらゆる世代の方を対象に，体
力や健康状態を検査し，必要な
指導や助言を行っています。

継続
スポーツ推
進課

・全市民対象の新体
力テスト測定会・健康
体力つくり相談の開
催
・地域版（潮見・打出
浜・山手地区）の新体
力テスト測定会の開
催

・全市民対象の新体
力テスト測定会・健康
体力つくり相談の開
催
・地域版（浜風・宮
川・朝日ケ丘地区）の
新体力テスト測定会
の開催

・全市民対象の新体
力テスト測定会・健
康体力つくり相談の
開催
・地域版（岩園・三
条・精道地区）の新
体力テスト測定会の
開催

・全市民対象の新体
力テスト測定会・健
康体力つくり相談の
開催

B
一度だけでなく，毎年継続し
て受講することに意義があ
るが，その数は多くはない。

各年代の体力を測定すること
によって，体力の向上や健康
維持における政策へと検討し
ていくのに役立つ事業

継続
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

10
ニュースポーツ・レク
リエーション啓発事

業

多くの方がスポーツを楽しめるよ
う，新しいスポーツの普及活動を
行っています。

継続
スポーツ推
進課

・公式ワナゲのつど
いの開催

・公式ワナゲ体験講
習会の開催
・公式ワナゲ市民大
会の開催
・公式ワナゲ記録会
の開催
・バランスボール体験
講習会の開催

・公式ワナゲ体験講
習会の開催
・公式ワナゲ市民大
会の開催
・公式ワナゲ記録会
の開催
・スポーツ吹矢体験
講習会の開催

・公式ワナゲ体験講
習会の開催
・公式ワナゲ市民大
会の開催
・公式ワナゲ記録会
の開催
・５×５ビンゴ実技講
習会の開催

Ａ
ニュースポーツは出尽くした
感がある。ソフト面での工夫
が必要かもしれない。

楽しんで，誰でも，気軽にでき
るスポーツをすることによって
交流やスポーツに親しんで，
スポーツ人口を増やしていく
事業

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（１）運動習慣の確
立と実践

11 健康遊具の設置

市内の公園に健康遊具を設置
するとともに，健康遊具マップを
作成し，身近なところで健康づく
りに取り組めるように整備をして
います。

継続
高齢介護
課

・H29.5広報（高齢者
特集号）に掲載し啓
発
・老連にアンケート調
査を実施

・アンケート結果を分
析・老連に回答

（健康課のｳｵｰｷﾝｸﾞ
ﾏｯﾌﾟに集約）

（健康課のｳｵｰｷﾝｸﾞ
ﾏｯﾌﾟに集約）

事業廃止

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（２）禁煙と適正飲
酒の推進

1 健診時における啓発

集団での特定健康診査※や健
康チェック（３時間人間ドック）の
健診時において，健康づくりハン
ドブックを全員に配布し，禁煙の
必要性について普及・啓発を
行っています。

継続 健康課

特定健康診査，健康
チェック受診者に健
康づくりハンドブック
を配布。
計2674人。

特定健康診査，健康
チェック受診者に健
康づくりハンドブック
を配布。
計2662人。

特定健康診査，健康
チェック受診者に健
康づくりハンドブック
を配布。
計2７44人。

特定健康診査，健康
チェック受診者に健
康づくりハンドブック
を配布。
計2806人。

B

毎年2000人後半に健康づく
りハンドブックを配布し，禁
煙・適正飲酒の啓発を行え
ている。
禁煙外来の案内を行ってい
るが，保健センターでの禁
煙支援プログラムも紹介
し，禁煙実行を支援すること
が必要。

集団での特定健康診査※や
健康チェック（３時間人間ドッ
ク）の健診時において，健康
づくりハンドブックを全員に配
布し，禁煙の必要性について
普及・啓発を行っています。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（２）禁煙と適正飲
酒の推進

2
禁煙支援プログラム
※による個別健康教

育

禁煙したいと思う方のために，個
別に支援をしています。

継続 健康課 5人 2人 4人 4人 B

禁煙希望者に実施している
ため概ね効果得ている。
教室の認知度低く利用者少
ない。周知勧奨方法工夫必
要。

禁煙したいと思う方のため
に，個別に支援を行う。
ハンドブックや肺年齢測定
会，健診時に周知していく，
ホームページでの周知等，新
たな周知方法の検討が必
要。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（２）禁煙と適正飲
酒の推進

3
受動喫煙※に関する

啓発活動

毎年，５月の世界禁煙デー※に
ちなんで，市内の飲食店等の施
設を管理される方に，受動喫煙
防止対策や分煙※対策をする
等の啓発を広報あしやにより
行っていきます。

継続 健康課
年1回広報に相談の
案内掲載。センター
内ポスター掲示。

年1回広報に相談の
案内掲載。センター
内ポスター掲示。

年1回広報に相談の
案内掲載。センター
内ポスター掲示。

年1回広報に相談の
案内掲載。センター
内ポスター掲示。

B

分煙をもっと推進希望する
市民の声あり。周知の方法
検討。センター内だけでなく
福祉センターや市内施設の
掲示確認。

積極的な周知方法を検討す
る。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（２）禁煙と適正飲
酒の推進

4 喫煙マナーの啓発

「芦屋市清潔で安全・快適な生
活環境の確保に関する条例」に
基づき，喫煙マナー改善への啓
発を行っています。

継続 環境課

市民マナー条例の啓
発キャンペーンの実
施（合計3回・一部市
民との合同啓発）

市民マナー条例の啓
発キャンペーンの実
施（合計9回・一部市
民との合同啓発）

市民マナー条例の
啓発キャンペーンの
実施（合計15回・一
部市民との合同啓
発）

市民マナー条例の
啓発キャンペーンの
実施（合計28回・一
部市民との合同啓
発）

A

市民マナー条例の中で，喫
煙禁止区域を設け喫煙場
所を指定している。（市内4
駅周辺，喫煙指定場所は各
禁止区域に1か所）喫煙指
定場所付近からのタバコの
煙に関する苦情や，喫煙禁
止区域があることで，逆に
その周辺でのポイ捨ての増
加。

市民マナー条例推進計画を
平成26年度に策定しており，
平成30年度改定予定のた
め，その中で課題を洗い出
し，引き続き周知・啓発を実
施して行く。

継続
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（２）禁煙と適正飲
酒の推進

5
アルコール依存等の
相談体制の充実

保健師による相談支援や家族
への心理的サポートや，専門職
を起用した講演会等を開催して
います。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

保健師による
訪問（実４、延21）
面接（実７、延10）
電話（実11、延53）
講演会：家族のメンタ
ルヘルス（講師：精神
科ソーシャルワー
カー）

保健師による
訪問（実２、延10）
面接（実７、延９）
電話（実10、延52）
講演会：アルコール
依存症者の家族の回
復（講師：精神科ソー
シャルワーカー）

保健師による
訪問（実３、延７）
面接（実９、延18）
電話（実11、延49）

保健師による
訪問（実１、延１）
面接（実６、延10）
電話（実９、延27）
アルコール相談（定
例：年12回）（実７、
延19）
講演会アルコール関
連問題研修会（講
師：精神科医師、断
酒会会長）

A

保健師による相談だけでな
く、Ｈ28年度より断酒会会長
によるアルコール相談を定
例で実施したことで、より具
体的な助言が得られる機会
となった。Ｈ26年度に「アル
コール健康障害対策基本
法」が施行されたもののア
ルコール依存症に対する社
会的な認識は進んでいない
状況である。

保健師による相談とアルコー
ル相談を継続して実施する。
また、アルコール依存症は自
殺問題とも深く関係しているこ
とから、住民への普及・啓発、
支援者への研修を実施する。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（２）禁煙と適正飲
酒の推進

6
兵庫県「受動喫煙防
止条例」の啓発活動

平成25年４月１日施行の兵庫県
「受動喫煙防止等に関する条
例」について啓発を行っていま
す。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

嘱託員を配置して取
組を推進
阪神南圏域で182回
232,924人

〃
阪神南圏域で49回
1,785人

嘱託員の配置終了
芦屋管内で１回
16人

〃
芦屋管内で２回
148人

Ａ

条例施行にあわせ、２年間
は嘱託員を配置し、精力的
に普及啓発に取り組んだ。
受動喫煙防止対策に取り組
む施策の増加につながっ
た。

施設管理者に対する受動喫
煙防止対策と併せて、未成年
者の喫煙防止教育について
も教育関係者と連携しながら
取り組む。

条例の普及は
終了（受動喫
煙防止対策の
取り組みとし
て継続）

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（３）こころの健康 1 こころの相談
医師による精神科医療全般の
相談を行い，こころの悩みや不
安の解消に努めています。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

定例相談：年12回
（実23件、延24件）

定例相談：年12回
（実29件、延30件）

定例相談：年12回
（実30件、延37件）

定例相談：年12回
（実31件、延43件）

Ａ

広報による案内や所内電
話・面接相談、関係機関か
らの相談で、こころのケア相
談の利用につながり、相談
件数は年々増加している。

専門医によるこころのケア相
談（年12回）

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（３）こころの健康 2
訪問指導
面接相談
電話相談

関係機関との情報共有が重要と
なるとともに，自殺予防等の視
点も含めた取組が重要となって
います。こころの悩みや不安を
持つ方を対象に，訪問や面接や
電話等で相談に応じています。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

訪問（実71、延180）
面接（実41、延70）
電話（実164、延721）

訪問（実50、延127）
面接（実42、延100）
電話（実160、延739）

訪問（実70、延207）
面接（実37、延108）
電話（実147、延659）

訪問（実81、延221）
面接（実34、延77）
電話（実167、延800）

Ａ

相談支援事業所でも相談
事業を実施しており、住民
が選んで相談できるように
なっている。相談支援事業
所等関係機関から相談が
あり、関わるケースが増え
ている。

保健師による訪問、面接、電
話を通して精神疾患やこころ
の悩みについて地域住民の
相談に対応していくとともに、
関係機関との支援体制づくり
を構築していく。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（３）こころの健康 2
訪問指導
面接相談
電話相談

関係機関との情報共有が重要と
なるとともに，自殺予防等の視
点も含めた取組が重要となって
います。こころの悩みや不安を
持つ方を対象に，訪問や面接や
電話等で相談に応じています。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

訪問（実71、延180）
面接（実41、延70）
電話（実164、延721）

訪問（実50、延127）
面接（実42、延100）
電話（実160、延739）

訪問（実70、延207）
面接（実37、延108）
電話（実147、延659）

訪問（実81、延221）
面接（実34、延77）
電話（実167、延800）

Ａ

相談支援事業所でも相談
事業を実施しており、住民
が選んで相談できるように
なっている。相談支援事業
所等関係機関からの相談
により、関わるケースが増
えている。

保健師による訪問、面接、電
話を通して精神疾患やこころ
の悩みについて地域住民の
相談に対応していくとともに、
関係機関との支援体制づくり
を構築していく。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（３）こころの健康 3
健診時における啓発

（再掲）

集団での特定健康診査※や健
康チェック（３時間人間ドック）の
健診時において，健康づくりハン
ドブックを全員に配布し，ストレ
スの解消法や休養についての
啓発を行っています。

継続 健康課

特定健康診査，健康
チェック受診者に健
康づくりハンドブック
を配布。
計2674人。

特定健康診査，健康
チェック受診者に健
康づくりハンドブック
を配布。
計2662人。

特定健康診査，健康
チェック受診者に健
康づくりハンドブック
を配布。
計2７44人。

特定健康診査，健康
チェック受診者に健
康づくりハンドブック
を配布。
計2806人。

B

毎年2000人後半に健康づく
りハンドブックを配布し，スト
レスの解消法や休養につい
ての啓発を行っている。

集団での特定健康診査※や
健康チェック（３時間人間ドッ
ク）の健診時において，健康
づくりハンドブックを全員に配
布し，ストレスの解消法や休
養についての啓発を行ってい
ます。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（３）こころの健康 4
自殺対策における庁
内連絡会議の開催

自殺予防対策を進めるため，庁
内窓口担当者を中心に自殺予
防対策庁内連絡会議を開催しま
す。

新規 健康課 年1回実施 年1回実施 年２回実施 年1回実施 B

自殺予防対策に係る情報
共有や普及啓発，事業の推
進のための方策の検討を
行っている。庁内での対応
マニュアルも作成した。

自殺予防対策における市町
村計画の作成が課題。

継続
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（４）歯及び口腔の
健康づくり

1 歯の無料相談と健診

歯科センターで歯科医師会の協
力を得て，口腔疾患や歯周病予
防等について，歯科医師による
健診，歯科衛生士※による個別
相談やブラッシング指導等を実
施しています。

継続 健康課
月2回

受診者231人
月2回

受診者245人
月2回

受診者142人
月2回

受診者132人
B

受診者は減少傾向である。
平成29年度から開催日が
月2回から1回に減少したた
めより受診者の減少が考え
られる。特に30～40歳代と0
～5歳の受診者数が減少し
ている。
現在乳幼児健診・母子手帳
交付時に歯の無料相談の
チラシ配布を行っている。就
園前の健診を受ける機会の
少ない幼児や，その親の受
診者を伸ばし，齲歯や歯周
病の予防や早期発見をす
すめる必要がある。

母子手帳交付時と乳幼児健
診時にチラシを配布する。乳
幼児健診の歯科の講話の際
に歯科センター受診を紹介す
る。保健福祉フェアでのチラ
シ配布。保健福祉センターの
掲示を変更。

40歳の歯科健診を新たに開
始するため，新規事業も活用
し，歯科健診の受診率向上を
目指し市民の口腔衛生の向
上を図っていく。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（４）歯及び口腔の
健康づくり

2 歯と口の健康週間

6月の歯と口の健康週間事業と
して歯科医師会の協力を得て，
各医院で歯の無料健診を行って
います。

継続 健康課 22人 12人 42人 28人 B

6月4日を含む1週間に，毎
年実施することで市内の歯
科医院にかかるきっかけづ
くりとなっていると考える。
周知は広報あしやと歯科医
師会の掲示によって行って
いるが，周知方法を検討
し，受診者を増やす必要が
あると考える。

6月の歯と口の健康週間事業
として歯科医師会の協力を得
て，各医院で歯の無料健診を
行っています。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（４）歯及び口腔の
健康づくり

3
障がい者（児）歯科

診療

歯科センターで歯科医師会の協
力を得て，障がい者（児）の歯科
診療や口腔ケアについての指導
を行っています。

継続 健康課
51日実施，受診198
人

51日実施，受診216
人

51日実施，受診195
人

47日実施，受診192
人

A

例年200人前後の予約があ
る。初診も若干減ってきて
はいるものの，例年10人強
予約あり，周知がすすんで
いると考える。

相談対応時等にチラシを配布
し，広報する。

継続

基本目標Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（４）歯及び口腔の
健康づくり

4 いい歯の日

11月８日は，日本歯科医師会が
いい歯の日と定め，歯科医師会
の協力を得て，無料健診を行っ
ています。

継続 健康課
広報に掲載して周知
16人

広報に掲載して周知
12人

広報に掲載して周知
15人

広報に掲載して周知
6人

B
受診者数が少なく，市民へ
の周知が課題である。

歯科医師会と協力しながら広
報を行う。
周知方法としてH29年度は
ケーブルテレビと文字データ
放送で歯科健診受診啓発を
行っていく。。

継続

基本項目Ⅱ　生活
習慣病予防対策
の推進

（４）歯及び口腔の
健康づくり

新
規

４０歳の歯科健診
（節目健診）

平成29年度から歯周病等の病
気の予防のため，40歳の市民に
対して市内実施医療機関で歯科
健診を受けられる受診券を配布
しています。（健康手帳，各種が
ん検診クーポンと同封）

新規 健康課

平成29年度から歯周病等の
病気の予防のため，40歳の
市民に対して市内実施医療
機関で歯科健診を受けられる
受診券を配布しています。
（健康手帳，各種がん検診
クーポンと同封）
広報，ケーブルテレビ等を活
用し，周知を図ります。

新規

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

1
健康チェック（３時間
人間ドック）

市内在住・在勤者の30歳以上の
方を対象に，生活習慣病※予防
11項目（がん検診含む）による３
時間人間ドックを行っています。

継続 健康課 414人 423人 395人 387人 B

受診者が増えていない。乳
幼児健診などで，若い世代
への受診勧奨して受診者増
加をめざしたい。子連れで
の受診，託児を検討してい
く。

市内在住・在勤者の30歳以
上の方を対象に，生活習慣
病※予防11項目（がん検診
含む）による３時間人間ドック
を行っています。

継続

13



基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

2

がん検診肺がん胃
がん大腸がん前立
腺がん乳がん子宮

頸がん

市内在住の方を対象に，集団に
よる検診と医療機関委託による
個別の検診を行っています。ま
た，特定健康診査※と同時に肺
がん・胃がん・大腸がん・前立腺
がん・乳がん検診も実施してい
ます。

拡充 健康課

肺がん　9,689人
（受診率33.8%）
胃がん　1,127人
（受診率3.9%）
大腸がん　8,759人
（受診率30.6%）
前立腺がん　2,196人
(受診率25.8%）
乳がん　1,862人
（受診率9.2%）
子宮頸がん　2,807人
（受診率11.0%）

無料クーポン対象者
（国の補助事業）：
子宮頸がん検診20
歳・25歳・30歳・35
歳・40歳女性，乳が
ん検診40歳・45歳・50
歳・55歳・60歳女性，
大腸がん検診40歳・
45歳・50歳・55歳・60
歳男女

肺がん　9,907人
（受診率34.6%）
胃がん　1,186人
（受診率4.1%）
大腸がん　8,766人
（受診率30.6%）
前立腺がん　2,284人
（受診率26.8%）
乳がん　2,241人
（受診率11.1%）
子宮頸がん　3,509人
（受診率13.7%）

無料クーポン対象者
（国の補助事業）：
子宮頸がん検診20歳
女性＋平成21～24
年度クーポン未利用
者，乳がん検診40歳
女性＋平成21～24
年度クーポン未利用
者，大腸がん検診40
歳・45歳・50歳・55
歳・60歳男女

肺がん　9,925人
（受診率34.6%）
胃がん　1,188人
（受診率4.1%）
大腸がん　9,194人
（受診率32.1%）
前立腺がん　2,330
人（受診率27.4%）
乳がん　1,524人
（受診率7.6%）
子宮頸がん　2,609
人　（受診率10.2%）

無料クーポン対象者
（国の補助事業）：
子宮頸がん検診20
歳女性＋平成25年
度クーポン未利用
者，乳がん検診40歳
女性＋平成25年度
クーポン未利用者，
大腸がん検診40歳・
45歳・50歳・55歳・60
歳男女

肺がん　9,992人
(受診率14.0%）
胃がん　1,117人
（受診率1.7%)
大腸がん　8,561人
（受診率12.0%）
前立腺がん　2,283
人（受診率8.5%）
乳がん　1,271人
（受診率2.9%)
子宮頸がん　2,494
人　（受診率5.7%）

※平成28年度より受
診率の算定方法が
変更となった。

無料クーポン対象者
（国の補助事業）：
子宮頸がん検診20
歳女性，乳がん検診
40歳女性，大腸がん
検診40歳男女

A

肺がんの受診者は増加傾
向，胃がん・大腸がん・前立
腺がんは横ばい，乳がん・
子宮頸がんは減少傾向。
子宮頸がん以外のがん検
診は特定健診と同時受診で
きるようにしている。
H28年度より，がんの無料
クーポンが子宮頸がんが20
歳・大腸がんと乳がんが40
歳のみと減ったため，1人で
も多くの方に受けていただ
けるような啓発が必要。
受診者の利便性を高める
目的で，大腸がん検診の振
込法を平成28年度から開
始。

同時受診など受診機会の確
保を行う。
がん検診受診の啓発を行う。

継続

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

3 骨粗しょう症※検診
市内20歳以上の方を対象に，超
音波による骨検診を実施してい
ます。

継続 健康課
受診者　361人
要精密検査者57人

受診者　370人
要精密検査者59人

受診者　338人
要精密検査者89人

受診者　327人
要精密検査者88人

A
受診者はやや減少。28年度
より精密検査者のフォロー
を開始。

要精密検査者の芦屋病院へ
の受診予約を行っている。

継続

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

4
特定健康診査※特
定保健指導※

国民健康保険加入者のうちの40
～74歳までの方を対象に健診を
行っています。また，健診結果に
より階層化された方を対象に保
健指導を実施しています。

継続
保険課
健康課

個別健診：3812人
（49医療機関）
集団健診：2214人
(中途加入者込み）
（定員：2456人）
受診率：38.8％

受診勧奨通知，ホー
ムページ，広報紙に
より受診勧奨

個別健診：3896人
（49医療機関）
集団健診：2193人
(中途加入者込み）
（定員：2456人）
受診率：38.8％

受診勧奨通知，ホー
ムページ，広報紙に
より受診勧奨

個別健診：3770人
（48医療機関）
集団健診：2308人
(中途加入者込み）
（定員：2456人）
受診率：38.8％

受診勧奨通知，ホー
ムページ，広報紙，
CATV，啓発用品の
配布により受診勧奨

個別健診：3643人
（49医療機関）
集団健診：2419人
（定員：2540人　レ
ディースデイの定員
増加）
受診率：39.4％

受診勧奨通知，ホー
ムページ，広報紙，
CATV，啓発用品の
配布により受診勧奨

Ｂ

事業は継続して実施し，受
診率・実施率の向上に努め
ているが，目標を達成でき
ていない。

H30～H35データヘルス計画・
特定健診等実施計画に基づ
き，受診率・実施率向上対策
を講じていく。
また，生活習慣病の重症化
予防として，治療が必要な方
に対する保健指導や医療機
関と連携した取組を実施す
る。

拡充

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

5 健康講座

乳がん，子宮がん，糖尿病※，
肝臓病，ＣＫＤ（慢性腎臓病）等
の疾病についての知識と理解が
得られるよう，市立芦屋病院と
の共催により，幅広く充実した内
容で健康講座を行っています。

継続 健康課 43人 41人 51人
大腸がん講座
乳がん講座実施

35人
B

芦屋病院は公民館講座とし
て実施している。周知方
法，参加者の増加に向けて
検討したい。

乳・子宮がん，大腸がん，肝
臓がんなどの疾病予防につ
いての知識，理解が得られる
ように健康講座を行っていま
す。

継続

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

6 デリバリー健康講座
市内で活動する団体・グループ
等を対象に希望団体に添った内
容の出前講座を実施します。

新規 健康課
母子2回，18人
成人4回，83人

母子3回，60人
成人3回，69人

母子2回，20人
成人6回，111人

母子2回，20人
成人5回，121人

A
周知不足のため，依頼団体
の偏りがある。また高齢者
の団体が主になっている。

課としての方針を明らかにし
たうえで，ターゲットを絞り，積
極的に事業の周知を行ってい
きたい。

継続
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

7 健康大学講座

健康全般に関する内容につい
て，医師会・歯科医師会・薬剤師
会の協力を得て，10回に分けて
16講座を実施しています。

継続 健康課 延べ246人 延べ176人 延べ285人 延べ259人 B

毎年250名前後の方が参加
しており市民の方への健康
増進につながっていると考
える。

健康全般に関する内容につ
いて，医師会・歯科医師会・
薬剤師会の協力を得て，10回
に分けて16講座を実施してい
ます。

継続

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

8 健康相談

健康相談，栄養相談において，
健康づくり全般に関する相談・指
導を実施しています。また，市立
芦屋病院の看護師による「よろ
ず相談」を実施し，医療や介護
等あらゆる分野に関して相談に
応じています。

継続 健康課

医師相談　24回
　38人
保健相談　15回
12人
成人栄養相談24回
　27人

医師相談　24回
　62人
保健相談　11回
20人
成人栄養相談23回
37人

医師相談　24回
　51人
保健相談　15回
15人
成人栄養相談22回
31人

医師相談　24回
60人
保健相談　13回
20人
成人栄養相談24回
55人

A

相談数は増加しており，各
健診・検診受診後の相談
や，個々の健康管理の相談
の場として重要な役割を
担っている。

健康相談，保健相談，栄養相
談において，健康づくり全般
に関する相談・指導を実施し
ています。

継続

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

8 健康相談

市立芦屋病院の看護師による
「よろず相談」を実施し，医療や
介護等あらゆる分野に関して相
談に応じています。

継続
市立芦屋
病院

679 950 1069 938 A

地域連携室に医療相談室
を設置しよろず相談を実施
している。本人・家族・在宅
支援者からも直接面談・電
話相談がある。外来医師か
ら通院患者の相談依頼もあ
る。疾患，介護，認知症関
連の相談など混在した相談
内容がほとんどである。相
談後，当院のみで対応困難
な場合は，相談者の同意の
元必要機関へ連携開始して
います。課題は，直接来院
時には他相談業務など対
応できないため，お待ちい
ただく，次回約束を行うなど
が課題である。

市立芦屋病院の看護師によ
る「よろず相談」を実施し，医
療や介護等あらゆる分野に
関して相談に応じています。

継続

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

9
後期高齢者医療※

健康診査

後期高齢者医療※保険制度に
加入する75歳以上の方を対象
に健康診査を実施しています。

継続 健康課
受診人数　3,517人
受診率　32.1%

受診人数　3,630人
受診率　32.4%

受診人数　3,810人
受診率　33.2%

受診人数　3,957人
受診率　33.6%

A

受診者は年々増加してい
る。今後，75歳以上人口の
増加が見込まれるため，受
診人数はさらに増加すると
考えられる。

平成29年度にデータヘルス
計画を策定予定。

継続

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

9
後期高齢者医療※

健康診査

後期高齢者医療※保険制度に
加入する75歳以上の方を対象
に健康診査を実施しています。

継続 保険課

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

10
二次予防事業対象

者把握

要支援や要介護の状態になる
おそれのある人（二次予防事業
対象者）を把握するため，65歳
以上の要介護認定を受けていな
い高齢者を対象に，基本チェック
リストの配布，回収により，二次
予防事業対象者の実態把握に
努めます。

新規
高齢介護
課

二次予防事業対象者
プラン作成件数

70件
(実人数54人)

未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 事業廃止

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

11
あしや保健福祉フェ

ア

あしや健康福祉フェアの中でこ
どもから高齢者まで地域の人々
を対象に，医師会，歯科医師
会，薬剤師会，看護協会，芦屋
栄養士会，いずみ会等関係機関
の協力により，健康増進や食育
に関するパネル展示，相談，測
定，試食など行い健康づくりに
役立つ情報等を提供していま
す。

継続 健康課
第4回
1557人

第5回
1711人

第6回
1645人

第7回
1901人

A

保健福祉フェア全体の参加
者数が増加してる影響か
健康増進コーナーや食育推
進コーナーの参加者も年々
増加している。

あしや健康福祉フェアの中で
こどもから高齢者まで地域の
人々を対象に，医師会，歯科
医師会，薬剤師会，看護協
会，芦屋栄養士会，芦屋在宅
栄養士会，いずみ会等関係
機関の協力により，健康増進
や食育に関するパネル展示，
相談，測定，試食など行い健
康づくりに役立つ情報等を提
供しています。

継続

（再掲）
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

11
あしや保健福祉フェ

ア

あしや健康福祉フェアの中でこ
どもから高齢者まで地域の人々
を対象に，医師会，歯科医師
会，薬剤師会，看護協会，芦屋
栄養士会，いずみ会等関係機関
の協力により，健康増進や食育
に関するパネル展示，相談，測
定，試食など行い健康づくりに
役立つ情報等を提供していま
す。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

１回
延64

体験・相談　実44
（たばこ）

１回
延128

体験・相談　実62
（たばこ）

１回
延170

体験・相談　実24
（たばこ）

１回
延219

体験・相談　実151
（アルコール）

Ｂ

がん、ＣＯＰＤ予防対策とし
て、スモーカライザーの測
定を実施していたが、参加
者の多くは非喫煙者であ
り、周囲に喫煙者がいない
ことから、関心が薄い状況
であった。

幅広い世代における健康づく
りの取組状況につながるよ
う、体験型のコーナーを設置
し、健康福祉事務所としては
感染症予防やアルコール問
題等について、普及啓発して
いく。

推進分野の取
り組みとして、
あしや保健福
祉フェアでの、
普及啓発は終
了。感染症や
アルコール対
策の普及啓発
に取り組む。

基本目標Ⅲ　一人
ひとりの健康管理
の支援

（１）がん・循環器
疾患・糖尿病・ＣＯ
ＰＤの対策

新
規

重症化予防

特定健康診査受診者のうち，要
医療の者に①受診勧奨通知の
郵送②家庭訪問を実施し，医療
機関を受診し生活習慣病の重症
化を予防する。

新規 健康課

郵送270人
HbA1c8.0%以上の方
を対象に訪問4人実
施。

B

郵送者のその後の受診状
況未確認。訪問対象者は連
絡付かない，受け入れ悪い
など訪問に至らないケース
あり。訪問実施者は医療に
つながり効果出ている。

特定健診受診者のうち，要医
療であった方が，医療機関を
受診し生活習慣病重症化予
防できるよう働きかけていく。
糖尿病重症化予防推進の
為，HbA1c8.0%以上の方には
訪問を行う。

拡充

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

1

プレおや教室マタニ
ティー＆クッキング→
H27年度よりマタニ
ティ食事診断へ変更

妊婦を対象としたマタニティー＆
クッキングは２回シリーズの講座
で，仲間づくりをめざしたグルー
プワークと調理実習，また飲酒・
喫煙が胎児に及ぼす影響につ
いての内容も含めて行っていま
す。

拡充 健康課

<講話・調理実習>
6回 平日開催
3回　土曜開催

92人　（夫婦合わせて）
妊婦実人数37人

<講話・調理実習>
6回 土曜日開催
105人　（夫婦合わせ

て）

妊婦実人数59人

<食事診断>
77人

<食事診断>
74人

B

ｸｯｷﾝｸﾞ形式の教室は平日
開催から土曜日開催にして
も参加者があまり伸びな
かったため，母子手帳交付
時の食事診断と事業形式を
変えて妊娠期の食育を行っ
た。母子手帳発行時とし，
再度来所する必要性のない
ことからか実施人数を増や
すことができた。

母子手帳交付時に希望者や
必要とされる方に食事診断・
栄養指導を実施。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

2
こどもの食生活改善

推進事業

「母と子の料理教室」「親子の食
育教室」「親子で考える食の体
験教室」等，幼児や学童を対象
に開催しています。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

芦屋いずみ会事務局
として助言、指導
【芦屋いずみ会事業】
親子対策教室
６回　延148人

芦屋いずみ会事務局
として助言、指導
【芦屋いずみ会事業】
親子対策教室
６回　延171人

芦屋いずみ会事務
局として助言、指導
【芦屋いずみ会事
業】
親子対策教室
６回　延147人

芦屋いずみ会事務
局として助言、指導
【芦屋いずみ会事
業】
親子対策教室
６回　延163人

Ａ

幼児・小学生並びにその保
護者に対し、バランスのよ
い食べ方、朝食摂取の重要
性等について普及啓発でき
た。いずみ会が取り組んで
いる事業であり、芦屋健康
福祉事務所が主体的に展
開していない。

いずみ会事務局として地区組
織育成支援を通じて事業を継
続していく。

削除
（いずみ会とし
ては継続）

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

3
栽培保育やクッキン
グ保育の実施

身近な野菜や芋等の栽培を通じ
て好きな食べ物を増やすととも
に，収穫した野菜や芋等を使っ
て調理し，楽しく食べる実践力を
身につけます。

継続
子育て推進
課

季節に応じた野菜を
栽培し，収穫した物で
ミニクッキングを経験
し，給食室に届けそ
の日の給食に提供し
てもらう事で，楽しく
食べる活動を取り入
れている。

季節に応じた野菜を
栽培し，収穫した物で
ミニクッキングを経験
し，給食室に届けそ
の日の給食に提供し
てもらう事で，楽しく
食べる活動を取り入
れている。

季節に応じた野菜を
栽培し，収穫した物
でミニクッキングを経
験し，給食室に届け
その日の給食に提
供してもらう事で，楽
しく食べる活動を取
り入れている。

季節に応じた野菜を
栽培し，収穫した物
でミニクッキングを経
験し，給食室に届け
その日の給食に提
供してもらう事で，楽
しく食べる活動を取
り入れている。

Ａ

栽培保育やクッキング保
育の実施により，自分で
育て，収穫することによ
り，苦手な食べ物も食べて
みようとしたり，簡単な調理
をすることでおいしいと感じ
られるようになったりするな
ど食に対する好奇心をも
たらすなどの成果が上
がっています。

身近な野菜や家庭では栽培
できないような野菜等の栽培
を通じて好きな食べ物を増や
すとともに，収穫した野菜や
芋等を使って調理し，楽しく食
べる実践力を身につける。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

4
乳幼児健診時の食

育指導

４か月児，１歳６か月児，３歳児
の各健康診査時に栄養士によ
る対象年齢に応じたフードモデ
ル等を使用した食事指導を行っ
ています。

継続 健康課

<４か月児>
24回　752人
<１歳６か月児>
21回　732人
<３歳児児>
21回　829人

<４か月児>
24回　773人
<１歳６か月児>
21回　743人
<３歳児児>
21回　782人

<４か月児>
24回　715人
<１歳６か月児>
21回　742人
<３歳児児>
21回　776人

<４か月児>
24回　678人
<１歳６か月児>
21回　674人
<３歳児児>
21回　736人

B

効果的な食育指導ができる
ようフードモデルの展示方
法等を工夫しながら指導を
行っていく必要がある。

４か月児，１歳６か月児，３歳
児の各健康診査時に栄養士
による対象年齢に応じたフー
ドモデル等を使用した食事指
導を行っています。

継続
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

5 もぐもぐ離乳食教室

栄養士よる７～8か月以降の離
乳食の進め方と保健師による遊
び方のお話と離乳食試食を提供
しています。

継続 健康課
12回 169組
342人

（親173,子169)

12回 177組
358人

（親179,子179)

12回　148組
296人

（親148,子148)

12回　176組
361人

（親176,子185)
A

「教室に参加して疑問が解
消できた。」という回答が
減ってきた為，試食時に各
テーブル毎に担当栄養士を
決め，必ず参加者個人へ話
しかけを実施することとし
た。

栄養士よる７～8か月以降の
離乳食の進め方と保健師に
よる遊び方のお話と離乳食試
食を提供しています。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

6
幼児の食事とおやつ

の教室

幼児期に問題となる食事や健康
に関する内容の教室を，栄養
士・保健師等が講義と試食提供
の形式で開催しています。

継続 健康課
6回

125組 251人
（親125,子126)

6回
138組 281人
（親138,子143)

6回
132組263人
(親132,子131)

6回
129組259人
(親129,子130)

A

託児と試食付きは好評であ
る。
内容については，計画の評
価結果も参考にしながら検
討する必要がある。

幼児期に問題となる食事や
健康に関する内容の教室を，
栄養士・保健師等が講義と試
食提供の形式で開催していま
す。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

7 電話による保健指導
保健師，管理栄養士，助産師が
妊産婦，乳幼児等の健康相談に
対応しています。

継続 健康課
母子461件
成人415件

母子448件
成人642件

母子315件
成人639件

母子708件
成人383件

A
健康に関する様々な相談に
応じることができた。

保健師，管理栄養士，助産師
が妊産婦，乳幼児等の健康
相談に対応します。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

8
食育指導計画の作
成学校給食の充実
給食だよりの充実

給食の時間や総合的な学習の
時間を活用し，栄養教諭※・学
校栄養職員※がコーディネー
ターとしての役割を担い，学校全
体で，いろいろな媒体を通して食
育を推進しています。また，中学
校給食の実施に向けた検討を
進めていきます。

拡充
学校教育
課

各学校に置いて，食
育指導計画を作成す
るとともに，毎月保護
者向けに給食だより
を作成し，保護者啓
発を行った。

各学校に置いて，食
育指導計画を作成す
るとともに，毎月保護
者向けに給食だより
を作成し，保護者啓
発を行った。

各学校に置いて，食
育指導計画を作成
するとともに，毎月保
護者向けに給食だよ
りを作成し，保護者
啓発を行った。10月
より，潮見中学で学
校給食を開始しし
た。

各学校に置いて，食
育指導計画を作成
するとともに，毎月保
護者向けに給食だよ
りを作成し，保護者
啓発を行った。食育
の取組として，市内
のシェフを招いての
味覚の1週間事業を
行った。

A

特に平成28年度は，県教育
委員会の指定を受け，地産
地消の取組，地方創生の取
組として淡路市との連携
や，レシピ集，レシピ本の作
成を行う事ができた。

山手中学，精道中学の建替
えに合わせて，自校調理によ
る学校給食を開始できるよう
準備を進める。各校における
食育をこれまで通り積極的に
推進していく。

拡充

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

9

給食の展示・試食会
給食だよりの発行保
育所訪問による栄養

指導

保育所給食における取組を，保
護者にも知ってもらい，家庭でも
取り組んでもらえるよう，情報発
信を行っています。

継続
子育て推進
課

・各保育所で給食の
展示を行っていま
す。
・給食の試食会を年1
～2回程度実施して
います。試食したレシ
ピの配布も行ってい
ます。
・毎月給食便だよりを
発行し食についての
情報提供を行ってい
ます。
・各保育所年4回の栄
養指導訪問を行い，
食に対する興味や関
心を引き出していま
す。また，食習慣の
充実にもつなげてい
ます。

・各保育所で給食の
展示を行っていま
す。
・給食の試食会を年
数回実施していま
す。試食したレシピの
配布も行っています。
・毎月給食便だよりを
発行し食についての
情報提供を行ってい
ます。
・各保育所年4回の栄
養指導訪問を行い，
食に対する興味や関
心を引き出していま
す。また，食習慣の
充実にもつなげてい
ます。

・各保育所で給食の
展示を行っていま
す。
・給食の試食会を年
数回程度実施してい
ます。試食したレシ
ピの配布も行ってい
ます。
・毎月給食便だより
を発行し食について
の情報提供を行って
います。
・各保育所年4回の
栄養指導訪問を行
い，食に対する興味
や関心を引き出して
います。また，食習
慣の充実にもつなげ
ています。

各保育所（園）で給
食の実物や写真の
展示を行っていま
す。
・給食の試食会を年
2～4回（各保育所園
庭開放でも実施）程
度実施しています。
試食したレシピの配
布も行っています。
・新メニューのレシピ
の配布
・毎月給食便だより
を発行し食について
の情報提供を行って
います。
・各保育所年4回の
栄養指導訪問を行
い，食に対する興味
や関心を引き出して
います。また，食習
慣の充実にもつなげ
ています。

A

給食の展示や試食会は，保
護者へ保育所給食への安
心につながるとともに，家
庭での食事の参考になると
評価をえています。
また，栄養指導訪問は，食
への興味を持たせ，乳幼児
期から正しい食生活を身に
つけることにつながるもの
と考えています。
情報提供については，給食
だよりだけでなく，参観など
様々な機会を捉えて実施
することが必要と考えて
います。

保育所訪問による栄養指導と
保育所給食における取組を，
保護者にも知ってもらい，家
庭でも取り組んでもらえるよ
う，情報発信を行っています。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

10
生活習慣みなおし教

室

健康チェック（３時間人間ドック）
を受診した方を対象に，その結
果説明とともに結果により個別
の医師相談や栄養相談を実施し
ています。

継続 健康課 100人 100人 79人 74人 B 参加者が減少傾向。

個別相談のみのニーズがあ
る可能性があることから，個
別相談のみでも参加できるよ
うに変更し，1人でも多くの方
に参加いただけるようにす
る。

継続
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

11
個別健康教育（再

掲）

国の定める個別健康教育の基
準を満たしている方を対象に個
別通知し，個人の生活習慣の見
直しと改善へ向けての継続した
健康教育を行い，生活習慣病※
の予防をめざして支援していま
す。

継続 健康課

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

12
特定保健指導※積
極的支援動機付け
支援情報提供

特定健康診査※の結果，３つに
階層化し，積極的支援と動機付
け支援の方に利用券を発送し，
メタボリックの改善に向けて生活
習慣の見直しを行い，６か月間
目標達成に向け支援を行ってい
ます。今後，対象者支援の方策
について検討します。

拡充 健康課

【受診率】
積極的：6.1％
動機付け：23.5％
計：15.0％
（受診者113人，対象
者744人）

【受診率】
積極的：6.1％
動機付け：23.5％
計：19.6％
（受診者130人，対象
者662人）
血管年齢測定会実施
（43人参加）

【受診率】
積極的：5.8％
動機付け：20.2％
計：17.0％
（受診者122人，対象
者716人）
血管年齢測定会実
施（50人参加）

【受診率】
積極的：11.1％
動機付け：24.0％
計21.3％
（受診者135人，対象
者632人）
血管年齢測定会実
施（41人参加）
動機付けの実施日
に同時に血管年齢
測定を開始
積極的を検査なしで
行えるようにした

B

血管年齢測定会の実施に
より参加者やや増加する
も，実施率は低い。要保健
指導値で指導を受ける必要
性を感じにくいことも一因と
考える。電話勧奨は効果あ
り，動機付け対象者は血管
年齢測定を受けられること
を伝える等マニュアル充実
させることで参加者を増や
したい。

健診時当日に保健指導を行
うことを検討。
血管年齢測定会を継続実施
する。
電話勧奨時のマニュアルの
見直し。

拡充

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

12
特定保健指導※積
極的支援動機付け
支援情報提供

特定健康診査※の結果，３つに
階層化し，積極的支援と動機付
け支援の方に利用券を発送し，
メタボリックの改善に向けて生活
習慣の見直しを行い，６か月間
目標達成に向け支援を行ってい
ます。今後，対象者支援の方策
について検討します。

拡充 保険課

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

13 栄養相談

健康診査受診者のうち事後指導
を必要とする方や，栄養指導を
希望される方に，管理栄養士が
相談に応じています。

継続 健康課

<母子栄養相談>
　実施回数24回
　相談者数18人
<成人栄養相談>
　実施回数24回
　相談者数27人

<母子栄養相談>
　実施回数23回
　相談者数33人
<成人栄養相談>
　実施回数23回
　相談者数37人

<母子栄養相談>
　実施回数22回
　相談者数53人
<成人栄養相談>
　実施回数22回
　相談者数31人

<母子栄養相談>
　実施回数24回
　相談者数44人
<成人栄養相談>
　実施回数24回
　相談者数55人

B

疾病別で多い相談は高LDL
が約3割，高血糖が約2割，
骨粗しょう症約1割となって
いる。

健康診査受診者のうち事後
指導を必要とする方や，栄養
指導を希望される方に，管理
栄養士が相談に応じていま
す。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

14 すこやか教室（再掲）

要支援や要介護になるおそれの
ある人を対象とし，高齢者生活
支援センターで作成された介護
予防支援計画に基づく教室を実
施しています。

継続
高齢介護
課

（口腔栄養関連）
参加人数　11名
実施回数　20名
延べ人数　77名

（口腔栄養関連）
参加人数　　3名
実施回数　　4名
延べ人数　10名

未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 事業廃止

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

15 さわやか教室（再掲）

一般高齢者を対象とした介護予
防事業を行っています。また，ト
レーナー派遣事業により地域介
護予防活動を支援しています。

継続
高齢介護
課

《介護予防教室》
参加者　　　158名
実施回数　　11回
延べ人数158名

《口腔栄養教室》
参加者　　　31名
実施回数　25回
延べ人数　77名
《介護予防教室》
参加者　　167名
実施回数　　9回

《口腔栄養教室》
参加者　　 　33名
実施回数　　38回
延べ人数　129名
《介護予防教室》
参加者　　96名
実施回数　　6回

《口腔栄養教室》
参加者　　　　35名
実施回数　　142回
延べ人数   　37名
《介護予防教室》
参加者　　114 名
実施回数　　8回

参加者が
少ない。

内容や周知の方法につい
て

見直しを検討中。
検討中 検討中

（再掲）

（再掲）
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

16 食の自立支援事業

一般高齢者を中心に単身者や
高齢者のみの世帯に対して，配
食サービスや栄養指導等によ
り，高齢者の食生活の支援を
行っています。治療食を希望さ
れる場合にも応じています。

継続
高齢介護
課

栄養指導　　　　   0
件
配食　　　　　44,336
件

栄養指導　　       1件
配食　　　　　35,083
件

栄養指導          0件
配食　　　　　3,365件

栄養指導　　　 0件
配食　　　　2,080件

配食につ
いては一
定数が定
期的に利
用されて
おり，今
後も継続
して実施
が必要と
考える。
栄養指導
はニーズ
が把握で
きず，事
業利用に
つなげら
れていな
い。

配食については一定数が
定期的に利用されている。
栄養指導については現在，
医療と介護の連携が進んで
おり，退院する方に栄養指
導が必要な場合は退院カン
ファレンスで栄養指導を実
施する場合も多いため，
ニーズは少ないのが現状で
ある。

健康で自立した生活を送るこ
とができるように，必要に応じ
て配食サービスや保健セン
ターの栄養士による栄養指導
等の「食」に係るサービスを提
供します。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

17
Goodバランスアップ

教室

子育て世代や中高年世代を対
象に，健康を維持する栄養バラ
ンスや必要量について，調理実
習や試食を実施することで家庭
での実践につながつよう支援し
ています。

継続 健康課

＜成人編＞
2ｸｰﾙ実施
1日目（講話・ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾜｰｸ）
参加者数18+13=計
31人
2日目（調理実習）
参加者数20+15=計
35人
延人数66人
＜親子編＞
2回実施
参加者数26組（親26
人，子26人）
延人数52人

＜成人編＞
2ｸｰﾙ実施
1日目（講話・ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾜｰｸ）
参加者数14+16=計
30人
2日目（調理実習）
参加者数11+15=計
26人
延人数56人
＜親子編＞
2回実施
参加者数29組（親29
人，子31人）
延人数60人

＜成人編＞
2ｸｰﾙ実施
1日目（講話・ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾜｰｸ）
参加者数3+14=計17
人
2日目（調理実習）
参加者数7+14=計21
人
延人数38人
＜親子編＞
2回実施
参加者数34組（親34
人，子32人）
延人数66人

＜成人編＞
2ｸｰﾙ実施
1日目（講話・ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾜｰｸ）
参加者数9+8=計17
人
2日目（調理実習）
参加者数10+8=計18
人
延人数35人
＜親子編＞
2回実施
参加者数31組（親31
人，子31人）
延人数62人

B

成人編で参加者数が低迷。
また，参加者の6割程度が
65歳以上と中高年世代の
参加者が少ない。
親子編では子どもを持つ母
親世代（30歳～40歳代中
心）が参加しており，こちら
が啓発を実施したい年代と
重なっている。

子育て世代や中高年世代を
対象に，健康を維持する栄養
バランスや必要量について，
調理実習や試食を実施する
ことで家庭での実践につなが
つよう支援しています。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（２）食文化の継承 1 食育の指導・啓発

子育てサークルを通して，また
保育所訪問により，親や地域の
方に食の大切さを伝え，指導し
ています。

継続
子育て推進
課

・4歳児のクラスにお
いて年1度箸の指導
を実施し，保護者へ，
箸の持ち方のおたよ
りを配布します。
・保育所保護者を対
象に，食についての
講演を実施しました
（岩園保育所2日間
42名）
・ファミサポ親子対象
のクッキングの指導
をしました（2日間18
組）
・むくむくでの食べ物
相談をしました。（10
組）

・4歳児のクラスにお
いて年1度箸の指導
を実施し，保護者へ，
箸の持ち方のおたよ
りを配布します。
・むくむくでの食べ物
相談をしました。（10
組）

・4歳児のクラスにお
いて年1度箸の指導
を実施し，保護者
へ，箸の持ち方のお
たよりを配布します。
・保育所保護者を対
象に，食についての
講演を実施しました
（精道保育所2日間）

・4歳児のクラスにお
いて年1度箸の指導
を実施し，保護者
へ，箸の持ち方のお
たよりを配布します。
・園庭開放の参加者
に保育所給食の試
食を実施しレシピの
配布を実施していま
す。

Ａ

箸の指導は，正しい箸導
入のきっかけになるよう取
り組んでいます。
子育てサークル等への指導
については，例年の形態
だけでなく，新たな取り
組みについても検討する
必要があります。

子育てサークルを通して，ま
た保育所訪問により，親や地
域の方に食の大切さを伝え，
指導しています。

継続
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（２）食文化の継承 2
保育所，学校給食に
よる行事食※の継承

保育所，学校給食において，行
事食※を提供し，こどもたちの関
心を高めています。

継続
学校教育
課

1月・・おせち料理
（正月）
白玉ぜんざい（鏡開
き）
2月・・手巻き寿司
（節分）
3月・・手巻き寿司、
ちらしずし，ひなあら
れ（桃の節句）
4月・・桜の花ごはん
5月・・赤飯，さわらの
西京焼き，かしわも
ち（端午の節句）
7月・・たこめし，たこ
サラダ（半夏生）
ちらしずし，七夕そう
めん（星形にんじん
入り）（七夕）
9月・・月見団子（十
五夜）
10月・・栗（十三夜・く
り名月）
スイートパンプキン
（ハロウィン）
11月・・かむかむ献
立（いいはの日）←こ
れは違いますね・・
12月・・おせち料理
（紅白なます、黒豆、
田作り、筑前煮など）

A

毎年行っていることだが、学
校ごとの工夫を凝らして子
供たちも喜んでいる。
アレルギーに対してもマ
ニュアルを作成し、各学校
で研修を行っている。児童
に対してもわかりやすく区
別ができるように食器の色
を変えるなどの工夫してい
る。

保育所，学校給食において，
行事食※を提供し，こどもた
ちの関心を高めています。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（２）食文化の継承 2
保育所，学校給食に
よる行事食※の継承

保育所，学校給食において，行
事食※を提供し，こどもたちの関
心を高めています。

継続
子育て推進
課

もちつきをはじめ，食
文化を継承する行事
を実施するとともに，
行事にちなんだ行事
食の提供を行ってい
ます。また，献立表や
給食だよりに行事に
まつわるコメントを書
き込み行事に関する
関心を高めていま
す。

もちつきをはじめ，食
文化を継承する行事
を実施するとともに，
行事にちなんだ行事
食の提供を行ってい
ます。また，献立表や
給食だよりに行事に
まつわるコメントを書
き込み行事に関する
関心を高めていま
す。

もちつきをはじめ，食
文化を継承する行事
を実施するとともに，
行事にちなんだ行事
食の提供を行ってい
ます。また，献立表
や給食だよりに行事
にまつわるコメントを
書き込み行事に関す
る関心を高めていま
す。

もちつきをはじめ，食
文化を継承する行事
を実施するとともに，
行事にちなんだ行事
食の提供を行ってい
ます。また，献立表
や給食だよりに行事
にまつわるコメントを
書き込み行事に関す
る関心を高めていま
す。

Ａ

　もちの喫食による誤嚥，
や気道閉塞の問題や，クッ
キング時の衛生管理の問
題などの課題についてど
のようにすり合わせた上で
実施するが課題です。

保育所，学校給食において，
行事食※を提供し，こどもた
ちの関心を高めています。

継続
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（２）食文化の継承 3
ボランティア活動促

進

あしや市民活動センターにおい
て，食に関するボランティア活動
を促進しています。

継続
市民参画
課

実施：１件
「第６回あしや市民活
動フェスタ」
参加者数：４６３人

あしや市民活動フェ
スタにおいて、(特活）
フードバンク関西に
食育活動の発表をし
てもらい、食品ロスに
ついて学びの場を
もった。

実施：１件
「第７回あしや市民活
動フェスタ」
参加者数：６７７人

あしや市民活動フェ
スタにおいて、(認特）
フードバンク関西に
食育活動の発表をし
てもらい、食品ロスに
ついて学びの場を設
けた。

実施：１件
「第８回あしや市民
活動フェスタ」
参加者数：２４０人

あしや市民活動フェ
スタにおいて、(認
特）フードバンク関西
がフードドライブを行
い、食品量は66ｷﾛ
だった。

実施：２件
「第９回あしや市民
活動フェスタ」
参加者数：４６０人

「夏休み子どもスペ
シャル」
参加者数：１４１人

あしや市民活動フェ
スタにおいて、(認
特）フードバンク関西
がフードドライブを行
い、食品量は59ｷﾛ
だった。
「夏休み子どもスペ
シャル」において、災
害時に火を使わない
食事や、おにぎり作
り体験を通じて食育
を行った。

B

芦屋市民活動センターで
は、ボランティア活動の促
進については継続して行わ
れているが、「食に関するボ
ランティア」に特化した事業
は行われていない。一方
で、食育活動は毎年行われ
ている。

新たな市民活動の掘り起こし
を進める中で、「食」をきっか
けとした取組の可能性につい
ても検討する。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（２）食文化の継承 4
食生活改善グループ
の育成・支援

地域に根ざした食育活動や健康
づくりに関する普及・啓発活動が
積極的に実施されるよう，いず
み会などグループの取組を支援
しています。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

芦屋いずみ会、芦屋
栄養士会、芦屋在宅
栄養士会に対し、事
務局として助言、指
導
いずみ会リーダー養
成講座の開催

芦屋いずみ会、芦屋
栄養士会、芦屋在宅
栄養士会に対し、事
務局として助言、指
導
いずみ会リーダー養
成講座の開催

芦屋いずみ会、芦屋
栄養士会、芦屋在宅
栄養士会に対し、事
務局として助言、指
導
いずみ会リーダー養
成講座の開催

芦屋いずみ会、芦屋
栄養士会、芦屋在宅
栄養士会に対し、事
務局として助言、指
導
いずみ会リーダー養
成講座の開催

Ａ

平成28年度にいずみ会創
立50周年を迎え、食育の実
践活動を地域で精力的に
展開している。若い世代の
入会者が少なく、会員の高
齢化に伴い、会員数も減少
傾向にある。

いずみ会事務局として地区組
織育成に継続して取り組む。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（３）食品に関する
正しい知識の普及

1 食中毒予防啓発
広報あしやや給食だよりを通し
て，家庭においても食中毒予防
に取り組むよう啓発しています。

継続 健康課 食育教室等で周知 食育教室等で周知 食育教室等で周知
食育教室や出前講
座等で周知

B

最近はノロウイルスなど季
節にあまり関係なく食中毒
が発生する中，定期的な周
知が必要か。

広報あしやや給食だより,食育
教室を通して，家庭において
も食中毒予防に取り組むよう
新しい情報を含め啓発してい
ます。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（３）食品に関する
正しい知識の普及

1 食中毒予防啓発
広報あしやや給食だよりを通し
て，家庭においても食中毒予防
に取り組むよう啓発しています。

継続
子育て推進
課

給食だよりを通して，
食中毒予防に取り組
んでいます。
調理従事者において
も，衛生管理及び食
中毒防止を図るた
め，研修を実施して
います

給食だよりを通して，
食中毒予防に取り組
んでいます。
調理従事者において
も，衛生管理及び食
中毒防止を図るた
め，研修を実施して
います

給食だよりを通して，
食中毒予防に取り組
んでいます。
調理従事者において
も，衛生管理及び食
中毒防止を図るた
め，研修を実施して
います

給食だよりを通して，
食中毒予防に取り組
んでいます。
調理従事者において
も，衛生管理及び食
中毒防止を図るた
め，研修を実施して
います

Ａ

普段からのちょっとした気の
ゆるみや慣れから，大きな
事故につながらないため
に，基本的な事の見直しが
重要であるため，保護者へ
も食中毒の多くなる時期に
は特に継続的に啓発が必
要です。

広報あしやや給食だよりを通
して，家庭においても食中毒
予防に取り組むよう啓発して
います。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（３）食品に関する
正しい知識の普及

2

食の健康協力店の
普及飲食店やスー
パーマーケットへの
食事バランスガイド
※の普及・啓発

食品関連企業や関係機関・団体
と連携して，健康や食生活に無
関心な層の方々に対して食生活
の改善を進めています。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

食の健康協力店
登録店舗数
128

食の健康協力店
登録店舗数
146

食の健康協力店
登録店舗数
154

食の健康協力店
登録店舗数
155

Ｂ
登録店舗数は増加している
が、微増状況で推移してい
る。

県事業として、登録店舗数の
把握に努めている。

削除（登録店
舗数の把握は
継続）
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（３）食品に関する
正しい知識の普及

3
災害時の非常用食
料等備蓄のための

啓発

広報あしや及び市ホームページ
において，災害時の非常用食料
の備蓄の必要性について，啓発
を行っています。

継続 健康課

・健康課ホームペー
ジで啓発
・保健福祉フェア食育
推進コーナーでチラ
シの配布

・健康課ホームペー
ジで啓発
・保健福祉フェア食育
推進コーナーでチラ
シの配布

・健康課ホームペー
ジで啓発
・保健福祉フェア食
育推進コーナーでチ
ラシの配布

・健康課ホームペー
ジで啓発
・保健福祉フェア食
育推進コーナーでチ
ラシの配布

B

健康増進・食育推進計画の
アンケート項目においても
非常食の備蓄についての
項目があるので，市民の方
の現状を知ることが可能
か。

広報あしや及び市ホームペー
ジにおいて，災害時の非常用
食料の備蓄の必要性につい
て，啓発を行っています。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（３）食品に関する
正しい知識の普及

3
災害時の非常用食
料等備蓄のための

啓発

広報あしや及び市ホームページ
において，災害時の非常用食料
の備蓄の必要性について，啓発
を行っています。

継続
防災安全
課

広報媒体等による啓
発の実施

広報媒体等による啓
発の実施

広報媒体等による啓
発の実施

広報媒体等による啓
発の実施

方向性ど
おり実施
できた

備蓄食料の重要性は，認識
されているが確認するすべ
がないことが課題

芦屋市HP，防災情報マップ，
あしや防災ガイドブック，芦屋
市民便利帳への非常食の備
蓄推進掲載
訓練，催し等での非常食の配
布，広報

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（３）食品に関する
正しい知識の普及

4
幼児の食事とおやつ
の教室（再掲）

幼児期に問題となる食事や健康
に関する内容の教室を，栄養
士・保健師等が講義と試食提供
の形式で開催しています。

継続 健康課

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（３）食品に関する
正しい知識の普及

5 秋まつりの開催

市内10団体で組織する秋まつり
協議会において市内でのイベン
トの際に，篠山市や宍粟市等で
の地元の特産物を紹介するな
ど，地産地消※を促進していま
す。

継続
地域経済
振興課

参加者6，000人 未実施 参加者5,500人 参加者5,500人 Ｂ
参加者数が徐々に減少して
いる。

引き続き県内の産地と連携し
て地産地消を普及する。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

1
ボランティア活動促

進（再掲）

あしや市民活動センターにおい
て，食に関するボランティア活動
を促進しています。

継続
市民参画
課

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

2
食育パートナーシッ

プ事業

関係機関・団体との協働により，
地域課題解決に向けた食育実
践事業を実施し，食育活動の推
進をしています。

継続 健康課

芦屋健康福祉事務所
（県）主催
会議２回

芦屋健康福祉事務所
（県）主催
会議２回

芦屋健康福祉事務
所（県）主催
会議２回

芦屋健康福祉事務
所（県）主催
会議２回

B
H28年度で本事業終了
今後市の食育連携をどう考
えていくかが課題。

本事業はＨ28
年度で終了

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

2
食育パートナーシッ

プ事業

関係機関・団体との協働により，
地域課題解決に向けた食育実
践事業を実施し，食育活動の推
進をしています。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

会議２回
実践活動３回

会議２回
実践活動３回

参画団体、活動内容
を見直した。
会議２回

実践活動３回

会議２回
実践活動３回

Ａ

県食育推進計画（第２次）に
おける事業として、県下13
健康福祉事務所において
実施。会議２回、実践活動３
回は完了

県食育推進計画（第３次）に
関連する事業を展開予定
（県事業として展開していくた
め、内容の記載が困難）

本事業はＨ28
年度で終了

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

2
食育パートナーシッ

プ事業

関係機関・団体との協働により，
地域課題解決に向けた食育実
践事業を実施し，食育活動の推
進をしています。

継続
学校教育
課

社会的課題に対応
するための学校給食
活用事業
芦屋市総合戦略
食育部会（打出教育
文化センター委嘱研
究）

本事業はＨ28
年度で終了

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

2
食育パートナーシッ

プ事業

関係機関・団体との協働により，
地域課題解決に向けた食育実
践事業を実施し，食育活動の推
進をしています。

継続
子育て推進
課

食育パートナー構成
機関として，福祉フェ
アーにおいて，野菜
摂取増をテーマに食
育事業を実施し，家
庭での食育実践につ
なげました。保育所
の食育のパネル展示
も行い食育の推進を
図りました。

芦屋市主催の福祉
フェアーにおいて，野
菜摂取増をテーマに
食育事業を実施し，
家庭での食育実践に
つなげました。保育
所の食育のパネル展
示も行い食育の推進
を図りました。

栄養士会，給食施設
協議会等とも連携を
取り，食育実践事業
に取り組んでいま
す。

栄養士会，給食施設
協議会等とも連携を
取り，食育実践事業
に取り組んでいま
す。

A
　給食施設協議会の構成員
として，食育実践事業を実
施しています。

関係機関・団体との協働によ
り，地域課題解決に向けた食
育実践事業を実施し，食育活
動の推進を行います。

H28年度で本
事業は終了

（再掲）

（再掲）
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

3

食育指導計画の作
成学校給食の充実
給食だよりの充実

（再掲）

給食の時間や総合的な学習の
時間を活用し，栄養教諭※・学
校栄養職員※がコーディネー
ターとしての役割を担い，学校全
体で，いろいろな媒体を通して食
育を推進しています。また，中学
校給食の実施に向けた検討を
進めていきます。

拡充
学校教育
課

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

4

給食の展示・試食会
給食だよりの発行保
育所訪問による栄養
指導（再掲）

保育所給食における取組を，保
護者にも知ってもらい，家庭でも
取り組んでもらえるよう，情報発
信を行っています。

継続
子育て推進
課

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（１）健康を維持す
る食習慣の確立と
実践

9

給食の展示・試食会
給食だよりの発行保
育所訪問による栄養

指導

保育所給食における取組を，保
護者にも知ってもらい，家庭でも
取り組んでもらえるよう，情報発
信を行っています。

継続
子育て推進
課

・各保育所で給食の
展示を行っていま
す。
・給食の試食会を年1
～2回程度実施して
います。試食したレシ
ピの配布も行ってい
ます。
・毎月給食便だよりを
発行し食についての
情報提供を行ってい
ます。
・各保育所年4回の栄
養指導訪問を行い，
食に対する興味や関
心を引き出していま
す。また，食習慣の
充実にもつなげてい
ます。

・各保育所で給食の
展示を行っていま
す。
・給食の試食会を年
数回実施していま
す。試食したレシピの
配布も行っています。
・毎月給食便だよりを
発行し食についての
情報提供を行ってい
ます。
・各保育所年4回の栄
養指導訪問を行い，
食に対する興味や関
心を引き出していま
す。また，食習慣の
充実にもつなげてい
ます。

・各保育所で給食の
展示を行っていま
す。
・給食の試食会を年
数回程度実施してい
ます。試食したレシ
ピの配布も行ってい
ます。
・毎月給食便だより
を発行し食について
の情報提供を行って
います。
・各保育所年4回の
栄養指導訪問を行
い，食に対する興味
や関心を引き出して
います。また，食習
慣の充実にもつなげ
ています。

各保育所（園）で給
食の実物や写真の
展示を行っていま
す。
・給食の試食会を年
2～4回（各保育所園
庭開放でも実施）程
度実施しています。
試食したレシピの配
布も行っています。
・新メニューのレシピ
の配布
・毎月給食便だより
を発行し食について
の情報提供を行って
います。
・各保育所年4回の
栄養指導訪問を行
い，食に対する興味
や関心を引き出して
います。また，食習
慣の充実にもつなげ
ています。

A

給食の展示や試食会は，保
護者へ保育所給食への安
心につながるとともに，家庭
での食事の参考になると評
価を得ています。
また栄養指導訪問は，食へ
の興味を持たせ，乳幼児期
から正しい食生活を身につ
けることにつながるものと考
えています。
情報提供については，給食
だよりだけでなく，参観など
様々な機会を捉えて実施す
ることが必要と考えていま
す。

保育所訪問による栄養指導と
保育所給食における取組を，
保護者にも知ってもらい，家
庭でも取り組んでもらえるよ
う，情報発信を行っています。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

5 学校給食展の開催

保護者や地域の人々を対象に
学校給食展を開催し，普段の給
食の取組を展示したり，試食会
を行ったりしています。

継続
学校教育
課

7月25日26日
約500人

7月24日25日
約500人

7月23日24日
約500人

7月28日29日
約500人

A
毎年，多くの来場者があり，
芦屋の学校給食をPRする
絶好の機会となっている。

保護者や地域の人々を対象
に学校給食展を開催し，普段
の給食の取組を展示したり，
試食会を行ったりしています。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

6
食育の日※や食育
月間における普及・

啓発活動

毎月19日の食育の日※や10月
の食育月間において，食育に関
する情報提供を行うとともに，あ
らゆる機会に普及・啓発活動を
行っていきます。

継続 健康課
・広報誌への掲載
・ポスターの掲示
・食育教室の開催

・広報誌への掲載
・ポスターの掲示
・食育教室の開催

・広報誌への掲載
・ポスターの掲示
・食育教室の開催

・広報誌への掲載
・ポスターの掲示
・食育教室の開催

B
掲示や教室を活用し周知す
ることができた。

毎月19日の食育の日※や10
月の食育月間において，食育
に関する情報提供を行うとと
もに，あらゆる機会に普及・
啓発活動を行っていきます。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

6
食育の日※や食育
月間における普及・

啓発活動

毎月19日の食育の日※や10月
の食育月間において，食育に関
する情報提供を行うとともに，あ
らゆる機会に普及・啓発活動を
行っていきます。

継続
学校教育
課

恒例事業としておこ
なっている

恒例事業としておこ
なっている

恒例事業としておこ
なっている

恒例事業としておこ
なっている

A
味覚の１週間というテーマ
のもとにイベントを行ったり
と普及啓発に努めている。

毎月19日の食育の日※や10
月の食育月間において，食育
に関する情報提供を行うとと
もに，あらゆる機会に普及・
啓発活動を行っていきます。

継続

（再掲）

（再掲）
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基本目標 推進分野 No. 事業名 事業内容 今後の取組 担当課
平成25年度
実績

平成26年度
実績

平成27年度
実績

平成28年度
実績

評価 現状と課題 事業内容
5年後に向け
た方向性

現行計画の記載内容 実績 評価・現状課題 計画

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

6
食育の日※や食育
月間における普及・

啓発活動

毎月19日の食育の日※や10月
の食育月間において，食育に関
する情報提供を行うとともに，あ
らゆる機会に普及・啓発活動を
行っていきます。

継続
芦屋健康
福祉事務
所

年間：啓発ポスター
の掲示
月間：関係機関の取
り組み把握、食育推
進状況アンケートの
実施

年間：啓発ポスター
の掲示
月間：関係機関の取
り組み把握、食育推
進状況アンケートの
実施

年間：啓発ポスター
の掲示
月間：関係機関の取
り組み把握、食育推
進状況アンケートの
実施

年間：啓発ポスター
の掲示
月間：関係機関の取
り組み把握

Ｂ
定例や既存事業を活用し、
効率的に普及啓発活動を
展開してきた。

既存事業を有効に活用しな
がら、関係機関の取組状況に
ついて、とりまとめや集約作
業を実施。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

6
食育の日※や食育
月間における普及・

啓発活動

毎月19日の食育の日※や10月
の食育月間において，食育に関
する情報提供を行うとともに，あ
らゆる機会に普及・啓発活動を
行っていきます。

継続
子育て推進
課

食育月間ポスターの
掲示をおこない普及・
啓発を行っていま
す。

食育月間ポスターの
掲示をおこない普及・
啓発を行っていま
す。

食育月間ポスターの
掲示をおこない普
及・啓発を行ってい
ます。

食育月間ポスターの
掲示をおこない普
及・啓発を行ってい
ます。

Ｂ

ポスターの掲示による
周知を行うとともに，食育
活動を年間を通じて実施
する中で普及・啓発に努
めています。

毎月19日の食育の日※や10
月の食育月間において，食育
に関する情報提供を行うとと
もに，あらゆる機会に普及・
啓発活動を行っていきます。

継続

基本目標Ⅳ　健全
な食生活の推進

（４）食育推進の取
組

7
あしや保健福祉フェ

ア（再掲）

あしや健康福祉フェアの中でこ
どもから高齢者まで地域の人々
を対象に，医師会，歯科医師
会，薬剤師会，看護協会，芦屋
栄養士会，いずみ会等関係機関
の協力により，健康増進や食育
に関するパネル展示，相談，測
定，試食など行い健康づくりに
役立つ情報等を提供していま
す。

継続 健康課
食育推進コーナー
総来場者数425名

食育推進コーナー
総来場者数785名

食育推進コーナー
総来場者数536名

食育推進コーナー
総来場者数533名

A

芦屋栄養士会（栄養相談・
食育ゲーム），芦屋いずみ
会（試食の提供）の協力に
より，食育推進の情報発信
ができた。ポピュレーション
アプローチの場として今後
も活用していきたい。

あしや健康福祉フェアの中で
こどもから高齢者まで地域の
人々を対象に，医師会，歯科
医師会，薬剤師会，看護協
会，芦屋栄養士会，いずみ会
等関係機関の協力により，健
康増進や食育に関するパネ
ル展示，相談，測定，試食な
ど行い健康づくりに役立つ情
報等を提供しています。

継続
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